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No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容

1 2 1 1 2
東京都の新たな被害想定では、ゆれ等の建物被害を原因とする人
的被害が現行計画の被害想定と比べ大幅に増加すると予想されて
おり、建築物の耐震化・不燃化を促進し、災害に強いまちづくり
を推進する必要がある。

東京都の被害想定では、ゆれ等の建物被害を原因とする人的被害
が現行計画の被害想定と比べ大幅に増加すると予想されており、
建築物の耐震化・不燃化を促進し、災害に強いまちづくりを推進
する必要がある。

2 10 1 2 2

第２　後期（１週間～）
災対区民部
８　被災度判定調査に関すること。

第２　後期（１週間～）
災対区民部
８　住家被害認定調査に関すること。

3 12 1 2

第２　後期（１週間後～） 第２　後期（１週間後～）

4 15 1 2 5

第５節　指定公共機関
　東京電力株式会社大塚支社

第５節　指定公共機関
　東京電力パワーグリッド株式会社大塚支社

5 17 1 3

２　区民の基本的責務
（１）区民は、自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに防
災に寄与するように努めなければならない。

２　区民の基本的責務
（１）区民は、自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、
自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承
その他の取組により防災に寄与するように努めなければならな
い。

文京区地域防災計画（平成30年度修正）修正項目一覧

《凡例》Ｎo：修正項目一覧の整理番号
　　　　頁・編・部・章及び節：別紙「地域防災計画（平成30年度修正）素案」の記載箇所

視点１：人的被害の減少 視点１：人的被害の減少

機関の名称 防　　　災　　　事　　　務　　　分　　　掌

災対土木部

１　障害物の除去に関すること。
２　がれきの処理に関すること。
３　道路、橋梁等の復旧計画に関すること。
４　道路、橋梁等の復旧及び整備に関すること。
５　公園、児童遊園等の復旧及び整備に関すること。
６　飲料水の配送に関すること。
８　車両及び物品の調達並びに作業員の雇上げに関すること。
７　備蓄物資、救援物資、食糧及び資材の輸送に関すること。

機関の名称 防　　　災　　　事　　　務　　　分　　　掌

災対土木部

１　障害物の除去に関すること。
２　がれきの処理に関すること。
３　道路、橋梁、公共溝渠等の復旧計画に関すること。
４　道路、橋梁、公共溝渠等の復旧及び整備に関すること。
５　公園、児童遊園等の復旧及び整備に関すること。
６　飲料水の配送に関すること。
７　備蓄物資、救援物資、食糧及び資材の輸送に関すること。
８　車両及び物品の調達並びに作業員の雇上げに関すること。
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文京区地域防災計画（平成30年度修正）修正項目一覧

《凡例》Ｎo：修正項目一覧の整理番号
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6 20 1 4 2

第２　世帯と人口
平成27年10月1日現在

第２　世帯と人口
平成30年10月1日現在

7 20 1 4 2

第３　昼・夜間人口
平成22年国勢調査

第３　昼・夜間人口
平成27年国勢調査

8 23 1 5 1

第３　地域危険度
平成25年９月に東京都が公表した「第７回 地震に関する地域危
険度測定調査」の概要は、次のとおりである。

第３　地域危険度
平成30年２月に東京都が公表した「第８回 地震に関する地域危
険度測定調査」の概要は、次のとおりである。

夜間人口 昼間人口 流入人口 流出人口

206,626人 345,423人 202,293人 68,671人
夜間人口 昼間人口 流入人口 流出人口

219,724人 346,132人 192,370人 65,962人

総数 男 女

住民基本台帳人口 114,482世帯 210,002人 99,962人 110,040人

うち外国人住民 5,429世帯 8,215人 4,019人 4,196人

世帯数
人　口

総数 男 女

住民基本台帳人口 120,550世帯 220,462人 104,894人 115,568人

うち外国人住民 7,295世帯 10,484人 5,089人 5,395人

世帯数
人　口
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9 23 1 5 1

第３　地域危険度
２　調査結果
都内各地域（都市計画区域の5,133町丁目）について、地震に対
する危険度を「建物倒壊危険度」、「火災危険度」及び２つの危
険度を合算した「総合危険度」を１から５までのランクで相対的
に評価し、地域の地震に対する危険度を明らかにしている。
また、新たな指標として、「災害時活動困難度」が追加され、災
害時における避難や消火・救助等の活動のしやすさ（困難さ）を
考慮した際の「建物倒壊危険度」、「火災危険度」、「総合危険
度」を併せて明示している。

第３　地域危険度
２　調査結果
都内各地域（都市計画区域の5,177町丁目）について、建物倒壊
の危険性を示した「建物倒壊危険度」及び火災の発生による延焼
の危険性を示した「火災危険度」に、災害時に有効な活動空間の
不足率や避難等に有効な道路ネットワークの不足率を示した「災
害時活動困難度」を加味して総合化した「総合危険度」として評
価した。また、各危険度は１から５までのランクで相対的な地域
の地震に対する危険度を示している。

10 23 1 5 2

第２節　風水害
本計画では、予測しがたい気象変化などに伴う突発型の被害に備
えるとともに、近年の風水害の実績に基づき、おおむね次の数値
を最大値とする。

第２節　風水害
本計画では、予測しがたい気象変化などに伴う突発型の被害に備
えるとともに、水防法改正に基づく神田川浸水予想区域図の想定
雨量を最大値とする。

総合危険
度ランク

5 4 3 2 1 計

町丁目数 84 284 813 1,634 2,318 5,133

比　　率 1.6% 5.6% 15.8% 31.8% 45.2% 100.0%

総合危険
度ランク

5 4 3 2 1 計

町丁目数 85 287 820 1,648 2,337 5,177

比　　率 1.6% 5.6% 15.8% 31.8% 45.2% 100.0%

被害等の最大値

総雨量 300mm

最大１時間降雨量 60mm

25m/s

区分

雨量

最大瞬間風速

被害等の最大値

総雨量 690mm

最大１時間降雨量 153mm

25m/s

区分

雨量

最大瞬間風速
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11 25 1 5 2

【文京区水害発生状況一覧表】

（平成27年4月現在）

【文京区水害発生状況一覧表】

（平成30年10月１日現在）

12 27 1 6

目標１－２
３　区民、区民防災組織、事業者の火災対応力の強化
（１）出火防止対策の推進
○ 建物の耐震化、家具類の転倒・落下・移動防止対策の推進、
火気使用設備・器具の安全化及び停電復旧に伴う出火防災対策の
推進、緊急地震速報、エリアメール等の活用などを進める。

目標１－２
３　区民、区民防災組織、事業者の火災対応力の強化
（１）出火防止対策の推進
○火気使用設備・器具の安全化及び停電復旧に伴う出火防災対策
を推進するとともに、感震ブレーカーの普及に努める。

13 29 1 6

目標２－３
１　区民の防災意識の啓発
○ 最低３日分の飲料水、生活用水、食糧、生活必需品等を家庭
で備蓄するよう啓発活動を行う。

目標２－３
１　区民の防災意識の啓発
○ 「最低３日間、推奨１週間分」の飲料水、生活用水、食糧、
生活必需品等を家庭で備蓄するよう啓発活動を行う。

発生年月日

和暦 総雨量 床上 床下 計

平成29年７月18日 集中豪雨 18.0 15:00～16:00 18.0 １ ― １

水害原因
降   雨   量（㎜） 浸  水  世  帯

時間最大降雨量
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14 29 1 6

【新規】 目標２－３
１　区民の防災意識の啓発
○ローリングストック法の活用により、賞味期限切れの無駄な
く、常に災害に備えるように周知していく。
（ローリングストック法：普段食べる米やレトルト食品などを多
めに買っておき、消費したらその分を補充することで常に一定量
の食糧を家に備蓄する方法）
○災害情報の収集方法について、区民に広く周知する。

15 29 1 6

【新規】 目標２－４
２　エレベーターの早期復旧
○　エレベーターの復旧優先順位について啓発行動を行う。

16 30 1 6

目標２－４
３　応急危険度判定の迅速化
○ 応急危険度判定を７日以内に完了させるため、応急危険度判
定員の確保を図る。

目標２－４
３　応急危険度判定の迅速化
○ 応急危険度判定を12日以内に完了させるため、応急危険度判
定員の確保を図る。

17 31 2 1 1 1

第１節 計画方針
死者・行方不明者21,935人、負傷者6,219人、全半壊建物39万9千
808棟（平成27年9月1日現在）

第１節 計画方針
死者・行方不明者22,199人、負傷者6,230人、全半壊建物402,743
棟（平成30年３月５日現在）

18 31 2 1 1 2

第３　延焼遮断帯の整備
都市防災不燃化促進事業により、不忍通り沿道の不燃化を行って
いる。更に、幹線道路等の沿道の建築物の不燃化・耐震化を促進
することにより、避難路の安全の確保を図るとともに延焼遮断帯
の形成を目指す。

第３　延焼遮断帯の整備
平成３年度から平成20年度まで、都市防災不燃化促進事業により
不忍通り沿道における不燃化率の向上を図った。引き続き、幹線
道路等の沿道の建築物の不燃化・耐震化を促進することにより、
避難路の安全の確保を図るとともに延焼遮断帯の形成を目指す。
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No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容
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19 32 2 1 2 2

第２　道路整備計画
 （略）

第２　道路整備計画
　（略）
更に、安心・安全かつ円滑な通行を確保することを目的に路面下
空洞調査を実施する。
なお、対象路線は、緊急輸送道路、路線バス運行路線、幹線道路
を中心に実施する。

20 35 2 1 2 5

２　耐震性と施設の安全対策
首都高速道路の構造物は、「橋、高架の道路等の新設及び補強に
係る当面の措置について」（建設省道路局：平成７年５月）やこ
れを踏まえて改訂された「橋、高架の道路等の技術基準につい
て」（建設省道路局長、都市局長通達：平成８年11月）に従い、
地質、構造などの状況に応じ、兵庫県南部地震級の地震に対して
も落橋や倒壊を生じないよう高架橋の安全性を強化する対策を実
施している。

２　耐震性と施設の安全対策
首都高速道路の構造物は、阪神・淡路大震災規模の大地震を想定
した地震防災対策として橋脚耐震補強、上部工耐震補強を平成8
年度から実施し、落橋・倒壊等の致命的な損傷を防ぐ対策を完了
している。また、トンネル、高架橋などには、非常口を整備し、
災害時の緊急事態においても、利用者等は、これらの非常口から
脱出できるよう安全性を確保している。

21 35 2 1 2 5

第２　事業計画
１　事業計画の概要
（１）阪神・淡路大震災における高架橋等の被害状況を踏まえ、
「橋、高架の道路等の技術基準について」等に基づき、兵庫県南
部地震級の地震に対しても落橋や倒壊を生じないように、高架橋
の安全性を向上させる対策を実施していく。そのほか、お客様等
の安全対策など、地震防災対策のより一層の充実強化を図ること
とする。

第２　事業計画
１　事業計画の概要
（１）首都高速道路は、阪神・淡路大震災における高架橋等の被
害状況を踏まえ、阪神・淡路大震災級の地震に対しても落橋や倒
壊を生じないように、高架橋の安全性を向上させる対策を完了し
ている。現在は、被災後に損傷が限定的なものに留まり、緊急輸
送道路として速やかに機能を回復するための地震防災対策を順次
実施している。そのほか、利用者等の安全対策など、地震防災対
策のより一層の充実強化を図ることとする。
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２　実施計画の内容
（１）高架橋の安全性の強化
「橋、高架の道路等の技術基準について」等に基づき落橋防止シ
ステム及び支承部構造の一層の強化を図る。
具体的には、比較的古い路線を優先に、鋼製支承を変形性能に優
れたゴム支承に取り替える事業を実施中であり、また、橋げたの
移動制御装置についても同時に設置している。
なお、橋脚の耐震対策（橋脚を鋼板巻き立て等で補強）は平成10
年度をもって完了している。

２　実施計画の内容
（１）高架橋の安全性の強化
緊急輸送路として速やかに機能を回復するための地震防災対策
を、引き続き実施していく。

23 39 2 1 3 1

第２　区有建築物
その結果、特に、避難所となる学校施設は、改築中の第六中学校
を除き耐震化が完了した。（教育委員会台帳ベース）
今後は、防災上重要な公共建築物について、平成27年度末までに
耐震化率100%を目標として、施設整備を進めていくとともに、区
立小中学校の避難所については、バリアフリー化の推進を図る。
また、区有建築物については、従来どおり用途係数を採用した耐
震設計により、保有水平耐力の割り増しを行うこととする。

第２　区有建築物
その結果、特に、避難所となる学校施設は、耐震化が完了した
（教育委員会台帳ベース）。
また、防災上重要な公共建築物についても、耐震化が完了してお
り、区立小中学校の避難所については、バリアフリー化の推進を
図る。
さらに、区有建築物については、従来どおり用途係数を採用した
耐震設計により、保有水平耐力の割り増しを行うこととする。
なお、大阪北部地震でのブロック塀倒壊事故を踏まえ、区の対応
方針として、「区有施設のブロック塀等については、原則として
撤去し順次、改修を行う」こととした。

24 39 2 1 3 1

第３　民間建築物
文京区耐震改修促進計画（平成27年3月）において、住宅の耐震
化率は77.7％（棟数による推計）又は87.3％（戸数による推
計）、民間特定建築物の耐震化率は89.8％（棟数による推計）と
なっており、これを平成32年度までに95％に引き上げることを目
標としている。

第３　民間建築物
文京区耐震改修促進計画[平成27年度末時点度の進捗状況検証
（平成29年２月）]において、住宅の耐震化率は81.8％（棟数に
よる推計）又は88.8％（戸数による推計）、民間特定建築物の耐
震化率は90.4％（棟数による推計）となっており、これらを平成
32年度までに95％に引き上げることを目標としている。

7
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　　　　頁・編・部・章及び節：別紙「地域防災計画（平成30年度修正）素案」の記載箇所

25 40 2 1 3 1

第３　民間建築物
6　耐震診断助成事業の充実
文京区耐震改修促進計画に基づく住宅系建築物の耐震化率95％の
目標を達成するため、耐震診断に要した費用の助成率を引き上げ
住宅系建築物の耐震化を促進する。

第３　民間建築物
6　耐震化促進事業の促進
文京区耐震改修促進計画に基づく住宅系建築物の耐震化率95％の
目標を達成するため、耐震診断に要した費用の一部を助成し、耐
震化を促進する。

26
40
～
41

2 1 3 2

第２節　高層建築物の安全化
区においては、平成20年度末現在で高層建築物（高さが、31メー
トルを超える建築物）が、843棟ある。これら高層建築物は、耐
震性、防災施設等について特別な配慮がなされているが、地震時
には、家具等の転倒、建物の揺れによる不安感などによるパニッ
クの発生及び火災発生時の避難や消防活動などの面からみて、そ
の対応は、極めて困難が予想される。
このため、消防署においては、関係事業所等に対して、次の対策
を指導していく。

第２節　高層建築物の安全化
高層建築物は、耐震性及び防火施設等について一定の配慮はある
ものの、地震時には、長周期地震動による家具の転倒、落下、移
動等が発生するとともに、揺れが長く続くことからパニックに陥
りやすくなり、火災発生時の初期消火や避難誘導においても困難
が予想される。
このため、消防署においては、関係事業所、管理組合及びマン
ション住民等に対して次の対策を指導していく。

27 42 2 1 3 2

【新規】 第２　火災予防対策
（５）防炎物品の推進
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No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容

文京区地域防災計画（平成30年度修正）修正項目一覧

《凡例》Ｎo：修正項目一覧の整理番号
　　　　頁・編・部・章及び節：別紙「地域防災計画（平成30年度修正）素案」の記載箇所

28
42
～
43

2 1 3 3

【新規】 ４　エレベーター復旧の優先順位
災害時におけるエレベーターの復旧は、閉じ込めが発生している
建物、要配慮者の利用する建物等に配慮し、下表の復旧優先順が
想定される。
大規模地震等において、複数の建物での閉じ込めが想定され、閉
じ込め救出が最優先となるため、停止しているエレベーターの復
旧は、閉じ込め救出後となる場合がある。

29 45 2 1 3 6

第２　現況
【区で設置許可している広告塔、広告版、装飾灯数】
（平成27年10月１日現在）

第２　現況
【区で設置許可している広告塔、広告版、装飾灯数】
（平成30年10月１日現在）

30 47 2 1 3 9

第２　現況
【区内の文化財数】
（平成27年9月末現在）

第２　現況
【区内の文化財数】
（平成30年10月１日現在）

広告塔 広告板 装飾灯

38 1,202 402
広告塔 広告板 装飾灯

41 1,209 345

国指定
文化財

国登録
文化財

都指定
文化財

区指定
文化財

153 54 32 81

国指定
文化財

国登録
文化財

都指定
文化財

区指定
文化財

155 53 32 83

優先
順位

対応内容 建物種別

1 閉じ込め救出 閉じ込めが発生している建物

2 病院等、弱者が利用する建物

3 公共性の高い建物

4 高層住宅（地上高さ概ね60ｍ以上）

5 一般の建物

停止した
エレベーター
の復旧
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No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容

文京区地域防災計画（平成30年度修正）修正項目一覧

《凡例》Ｎo：修正項目一覧の整理番号
　　　　頁・編・部・章及び節：別紙「地域防災計画（平成30年度修正）素案」の記載箇所

31 48 2 1 3 10

第２　現況
１　危険物施設等の施設数
（１）危険物施設数
（平成27年10月末現在）

第２　現況
１　危険物施設等の施設数
（１）危険物施設数
（平成30年10月1日現在）

32 50 2 1 4 1

第１節　基本方針
阪神・淡路大震災では、家屋や建物の被害が512,882棟（全壊
104,906棟）、火災293件、死者6,434人、負傷者43,792人に及ん
でいる。（平成18年12月26日現在、消防庁）

第１節　基本方針
阪神・淡路大震災では、家屋等の被害が639,686棟（全壊104,906
棟）、火災293件、死者6,434人、負傷者43,792人に及んでいる
（平成18年５月19日、消防庁確定報）。

33 50 2 1 4 2

第３　事業計画
２　石油等危険物施設の安全化
区内の法令等に定める危険物施設（少量危険物貯蔵取扱所を含
む）が476（小石川消防署管内：296、本郷消防署管内：180）か
所ある。

第３　事業計画
２　石油等危険物施設の安全化
区内の法令等に定める危険物施設（少量危険物貯蔵取扱所を含
む）が470（小石川消防署管内：239、本郷消防署管内：231）か
所ある。

34 52 2 1 4 3

第１　計画方針
　(略）
また、家庭に対して、消火器の設置や水バケツの備え等について
積極的に普及を図っていくものとする。

【削除】

消防署管内 危険物貯蔵施設数 危険物取扱施設数 計

小石川消防署 52 36 88

本　郷消防署 56 37 93

合計 108 73 181

消防署管内 危険物貯蔵施設数 危険物取扱施設数 計

小石川消防署 50 33 83

本　郷消防署 58 39 97

合計 108 72 180

10



No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容

文京区地域防災計画（平成30年度修正）修正項目一覧

《凡例》Ｎo：修正項目一覧の整理番号
　　　　頁・編・部・章及び節：別紙「地域防災計画（平成30年度修正）素案」の記載箇所

35
52
～
53

2 1 4 3

第２　現況
(１)区は、震災時における火災防止対策の一環として、初期消火
体制の強化を図るため、街頭と主要道路に消火器を設置するとと
もに、火災危険度や世帯数を勘案の上、区民防災組織に対して、
大型消火器を配備している。
【消火器の設置状況】
(平成27年9月現在)

第２　現況
(１)区は、震災時における火災防止対策の一環として、初期消火
体制の強化を図るため、街頭と主要道路に消火器を設置してい
る。

【消火器の設置状況】
(平成30年10月１日現在)

36 53 2 1 4 3

第３　事業計画
４　スタンドパイプの整備
【町会・自治会に設置されている可搬式動力ポンプ数及び支給し
ているスタンドパイプ数】
（平成27年９月現在）

第３　事業計画
５　町会・自治会に設置されている簡易水道消火装置及び支給し
ている可搬式動力ポンプ・スタンドパイプ数
（平成30年10月１日現在）

種　　　　　　　　　類 型　　式 数　　　　　量

車両用消火器（昭和53年度開始） 10型 764本

街頭用消火器（昭和47年度開始） 10型 2,153本

大型消火器　（昭和60年度開始） 50型 373本

合　　　　　　　計 3,290本

種　　　　　　　　　類 型　　式 数　　　　　量

車両用消火器（昭和53年度開始） 10型 762本

街頭用消火器（昭和47年度開始） 10型 2,195本

大型消火器　（昭和60年度開始） 50型 374本

合　　　　　　　計 3,331本

消防署管内
可搬式動力ポ

ンプ
（Ｃ級）

可搬式動力ポ
ンプ

(Ｄ級）

スタンドパイ
プ

(区支給）

スタンドパイプ
（町会・自治会購

入等）

小石川消防署 1 9 51 30

本郷消防署 0 10 45 5

消防署管内
簡易水道
消火装置

可搬式動
力ポンプ
（Ｃ級）

可搬式動
力ポンプ
(Ｄ級）

スタンド
パイプ

(区支給）

スタンドパイ
プ

（町会・自治

会購入等）

小石川消防署 7 1 9 58 30

本郷消防署 16 0 12 57 5
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No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容

文京区地域防災計画（平成30年度修正）修正項目一覧

《凡例》Ｎo：修正項目一覧の整理番号
　　　　頁・編・部・章及び節：別紙「地域防災計画（平成30年度修正）素案」の記載箇所

37 55 2 1 4 4

第３　事業計画
１　消防活動体制の整備強化
（１）消防署
（平成27年10月１日現在）

第３　事業計画
１　消防活動体制の整備強化
（１）消防署
（平成30年10月１日現在）

38 55 2 1 4 4

第３　事業計画
１　消防活動体制の整備強化
（２）消防団
（平成27年10月１日現在）

第３　事業計画
１　消防活動体制の整備強化
（２）消防団
（平成30年10月１日現在）

39 65 2 1 6 2

第３　事業計画
（６）外国人の防災知識の普及啓発
地震体験車等を活用した防災教室の開催、外国語パンフレットの
配布等により、外国人に対する防災知識の普及や地域行事を利用
した防災訓練の実施等を推進していく。

第３　事業計画
（６）外国人への防災知識の普及啓発
地震体験車等を活用した防災教室の開催、外国語パンフレットの
配布等により、外国人への防災知識の普及や地域行事を利用した
防災訓練の実施等を推進していくとともに、各種ハザードマップ
の多言語化に取り組んでいく。

署員
ポン
プ車

救急
車

特殊
災害
対策
車

はし
ご車

指揮
隊車

その
他

人員輸
送車

情報収
集二輪
車

合
計

小石川消防署 164 6 2 0 1 1 7 6 23

本郷消防署 165 4 2 1 1 1 7 5 21

署員
ポン
プ車

救急
車

特殊
災害
対策
車

はし
ご車

指揮
隊車

その
他

人員輸
送車

情報収
集二輪
車

合
計

小石川消防署 162 5 2 0 1 1 7 4 20

本郷消防署 167 5 2 1 1 1 7 5 22

団員
(定数)

分団
施設

可搬式動
力ポンプ
（Ｂ級）

可搬式動
力ポンプ
（Ｄ級）

可搬ポン
プ

積載車
合計

小石川消防団 200 11 8 0 3 11

本郷消防団 200 7 7 1 2 10

団員
(定数)

分団
施設

可搬式動
力ポンプ
（Ｂ級）

可搬式動
力ポンプ
（Ｄ級）

可搬ポン
プ

積載車
合計

小石川消防団 200 11 8 0 3 11

本郷消防団 200 7 7 1 3 11
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No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容

文京区地域防災計画（平成30年度修正）修正項目一覧

《凡例》Ｎo：修正項目一覧の整理番号
　　　　頁・編・部・章及び節：別紙「地域防災計画（平成30年度修正）素案」の記載箇所

40 65 2 1 6 2

第３　事業計画
（７）新たな災害情報伝達体制の啓発
緊急地震速報、気象情報、災害情報等を携帯電話に配信する「文
の京」安心・防災メール、緊急速報メール（エリアメール）、ツ
イッター、防災アプリ等新たな情報伝達体制について、訓練や防
災教室、パンフレットの配布などあらゆる機会を通じ、周知す
る。

第３　事業計画
（７）新たな災害情報伝達体制の啓発
緊急地震速報、気象情報、災害情報等を携帯電話に配信する「文
の京」安心・防災メール、緊急速報メール（エリアメール）、ツ
イッター、防災アプリ、「Ｙａｈｏｏ！防災速報」等新たな情報
伝達体制について、訓練や防災教室、パンフレットの配布などあ
らゆる機会を通じ、周知する。

41 68 2 1 6 4

第３　事業計画
１　区民防災組織への活動支援
区民防災組織の地域における防災活動を支援するため、区は可搬
式動力ポンプ、防災資器材格納庫、救出・救護等の防災資器材を
貸与しており、それらの保守整備に努めるとともに、防災資器材
の充実強化を図る。また、木造密集地域等における初期消火活動
態勢を強化するため、配置を希望する区民防災組織にスタンドパ
イプ等を整備するとともに、警察署、消防署や消防団等と緊密に
連携し、定期的な訓練を実施し、防災行動力の向上を図る。

第３　事業計画
１　区民防災組織への活動支援
区民防災組織の地域における防災活動を支援するため、区は消火
器及び防災資器材格納庫を貸与し、保守整備に努めている。ま
た、都が公表する「地震に関する地域危険度測定調査結果」に基
づき、火災危険度判定または建物火災危険度判定におけるランク
が４又は５に指定された地域で可搬式動力ポンプの配置を希望す
る区民防災組織に対して整備するとともに警察署、消防署及び消
防団等と連携し、定期的な訓練を実施し、防災行動力の向上を図
る。

42 72 2 1 6 7

【新規】 第１　計画方針
また、女性・乳幼児のいる家庭、妊婦、性自認及び性的指向に関
する対応を踏まえた訓練を実施する。

43 75 2 1 7 2

第２　現況
１　水の確保
（４）区の井戸による水の確保
公園等に井戸が15か所設置してある。
　（略）
（７）消火栓等の活用による水の確保
路上の消火栓等に接続し応急給水を実施することが可能なスタン
ドパイプ、給水栓などの仮設給水資器材を活用し、避難所又は避
難所周辺で応急給水を実施する。

第2現況
１水の確保
（４）区の井戸による水の確保
公園等に井戸を16か所設置している。
　（略）
（７）消火栓等の活用による水の確保
路上や避難所の消火栓等に接続し応急給水を実施することが可能
なスタンドパイプや給水栓などの仮設給水資器材を活用し、避難
所又は避難所周辺で応急給水を実施する。
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No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容

文京区地域防災計画（平成30年度修正）修正項目一覧

《凡例》Ｎo：修正項目一覧の整理番号
　　　　頁・編・部・章及び節：別紙「地域防災計画（平成30年度修正）素案」の記載箇所

44
75
～
76

2 1 7 2

第２　現況
２　給水活動に使用する給水器材の整備状況
各避難所の備蓄倉庫に備蓄しているろ過機を増設するとともに、
給水タンク、給水袋、ポリバケツに加え、新たに拠点備蓄倉庫に
配備したエンジン式浄水機の有効活用を図る。さらに、各避難所
に飲料水を給水するために、各避難所等に備蓄している車載用給
水槽等の活用を検証し、給水方法の整備を行う。

第２　現況
２　給水活動に使用する給水器材の整備状況
各避難所の備蓄倉庫に備蓄しているろ過機の維持・管理に努める
とともに、給水タンク、給水袋、ポリバケツに加え、拠点備蓄倉
庫に配備するエンジン式浄水機の有効活用を図る。さらに、各避
難所に飲料水を給水するために、各避難所等に備蓄している車載
用給水槽及び応急給水栓を活用するなど、給水方法の整備を行
う。

45 76 2 1 7 6

６　区民への周知
（１）最低３日分の水の備蓄や、家庭における風呂水の汲み置き
等を区民、事業者等に促すため、防災訓練、防災教室、パンフ
レット、ホームページ等を利用して周知を行う。

６　区民への周知
（１）「最低３日間、推奨１週間分」の水の備蓄や、家庭におけ
る風呂水の汲み置き等を区民、事業者等に促すため、防災訓練、
防災教室、パンフレット、ホームページ等を利用して周知を行
う。

46 77 2 1 7 3

第３　事業計画
４　備蓄倉庫の充実・整備
災害時における備蓄の充実を図るため、平成27年４月に駒込備蓄
倉庫を新たに拠点となる備蓄倉庫として設置した。今後も、さら
なる備蓄倉庫の充実を図るため、平成28年改修予定の区民セン
ター施設内に備蓄倉庫を設置する。

第３　事業計画
４　備蓄倉庫の充実・整備
災害時における備蓄の充実を図るため、平成28年４月には区民セ
ンターに、平成30年10月には丸山町遊び場に新たな備蓄倉庫を設
置した。

47 78 2 1 7 3

６　区民等への周知
区民等に対して、最低３日分の食糧の備蓄を促すとともに、区の
備蓄状況等について、防災訓練、パンフレット及びホームページ
等を利用して周知する。

６　区民等への周知
区民等に対して、「最低３日間、推奨１週間分」の食糧の備蓄を
促すとともに、区の備蓄状況等について、防災訓練、パンフレッ
ト及びホームページ等を利用して周知する。

14



No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容

文京区地域防災計画（平成30年度修正）修正項目一覧
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48 78 2 1 7 4

第２　現況
１　生活必需品の備蓄状況
拠点となる備蓄倉庫及び避難所となる区立小・中学校等に物資を
分散して備蓄することにより、発災時において避難者に迅速に物
資を提供できるよう、東京都と連携して、発災後３日分の物資の
確保に努める。

第２　現況
１　生活必需品の備蓄状況
拠点となる備蓄倉庫及び避難所となる区立小・中学校等に物資を
分散して備蓄することにより、発災時において避難者に迅速に物
資を提供できるよう、東京都と連携して、発災後「最低３日間、
推奨１週間分」の物資の確保に努めるとともに、小中学校等の備
蓄倉庫の棚卸し整備により非常食や資機材の点検、整備を進め、
避難所の備蓄物資の充実を図る。

49 79 2 1 7 4

第３　事業計画
４　女性、要配慮者の生活用品の充実
着替え・授乳用プライベートテント、下着など女性の視点に配慮
した生活用品を備蓄する。また、避難所における要配慮者の快適
性向上を図るために、文京区避難行動要支援者避難支援プラン
（全体計画）及び福祉避難所設置・運営マニュアルを基に、エ
アーマット等を配備する。

第３　事業計画
４　女性、要配慮者の生活用品の充実
着替え・授乳用プライベートテント、下着など女性の視点に配慮
した生活用品を備蓄する。また、避難所における要配慮者の対応
として、エアマットとともに機能性の高い敷きマットを配備して
いる。今後も、段ボールベッドや多目的テント等を配備し、避難
所生活の快適性向上を図る。

50 79 2 1 7 4

第３　事業計画
６　区民への周知等
区民等に対して、最低３日分の生活用品等の備蓄を促すととも
に、区の生活用品等の備蓄状況等について、防災訓練、パンフ
レット、ホームページ等を利用して周知する。

第３　事業計画
６　区民への周知等
区民等に対して、「最低３日間、推奨１週間分」の携帯トイレ、
簡易トイレ、トイレットペーパー等の生活用品を備蓄するように
促すとともに、区の生活用品等の備蓄状況等について、防災訓
練、パンフレット、ホームページ等を利用して周知する。

15
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51 79 2 1 7 4

第３　事業計画
７　福祉用物資の備蓄
文京福祉センター（平成27年４月開設）施設内に福祉用物資専用
の備蓄倉庫を設置する。
また、今後新たに福祉避難所として指定する特別養護老人ホーム
などの福祉施設について、施設内に福祉用物資専用の備蓄倉庫を
設置する。

第３　事業計画
７　福祉用物資の備蓄
文京福祉センター施設内に福祉用物資専用の備蓄倉庫を設置し
た。
これまでに整備を行った福祉施設に加え、区内の福祉施設に対し
て福祉避難所の指定及び備蓄倉庫の設置について協議を行う。
また、今後新たに特別養護老人ホーム等の福祉施設が建築される
際は、福祉避難所として指定されることを前提に運営法人と協議
し、施設内に福祉用物資専用の備蓄倉庫を設置する。

52 80 2 1 8 2

第３　中小事業所におけるBCP策定の支援
自前によるＢＣＰ策定が困難な区内中小事業所を対象に、東京都
との連携によるＢＣＰ策定講座の開催や経営改善専門家派遣事業
の活用等を通じて、ＢＣＰ策定の支援を行う。

第３　中小事業所におけるＢＣＰ策定の支援
自前によるＢＣＰ策定が困難な区内中小事業所を対象に、ＢＣＰ
策定講座の開催や経営改善専門家派遣事業の活用等を通じて、Ｂ
ＣＰ策定の支援を行う。

53 81 2 2 1 1

第２　活動内容
１　災害対策本部の設置
区長は、職員の勤務時間内（午前８時30分から午後５時15分）に
区内で震度５弱以上の地震が発生した場合、または、発生する恐
れのある場合は速やかに災害対策本部（以下「本部」という。）
を設置する。

第２　活動内容
１　災害対策本部の設置
区長は、平日午前８時30分から午後５時15分までに区内で震度５
弱以上の地震が発生した場合、又は発生する恐れのある場合は速
やかに区長を本部長とする災害対策本部（以下「本部」とい
う。）を設置する。

54 83 2 2 1 1

第３　本部の組織及び運営
４　災害対策本部運営の継続
不測の事態によってシビックセンターが一時的に使用できない場
合に備え、スポーツセンター内に必要な機材及び設備等を整備
し、災害対策本部の運営を継続する。

第３　本部の組織及び運営
４　災害対策本部運営の継続
不測の事態によってシビックセンターが一時的に使用できない場
合に備え、スポーツセンター内に必要な機材及び設備等を整備
し、災害対策本部の運営を継続する。
また、災害対策本部機能の代替・補完場所の確保として、シビッ
クセンター５階に必要な機材及び設備等を整備する。
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No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容
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55 86 2 2 1 4

第１　区職員の動員態勢強化
１　態勢の明確化・周知
さらに、その内容を職員一人ひとりに周知徹底するため、発災後
の職員の行動についてまとめた職員防災行動ハンドブックを配布
し研修を実施するなど、初動活動内容を記載したカード等を携帯
させるなど、災害発生時における初動態勢の強化を図る。

第１　区職員の動員態勢強化
１　態勢の明確化・周知
さらに、その内容を職員一人ひとりに周知徹底するため、発災後
の職員の行動についてまとめた職員防災行動ハンドブックを配付
し研修を実施するなど、災害発生時における初動態勢の強化を図
る。

56 86 2 2 1 4

【新規】 第１　区職員の動員態勢強化
５　災害対策本部事務局における職員体制の強化
区の災害対応力を強化するため、総務部防災課での勤務経験を有
する職員について、災害対策本部事務局に編成員として指定する
ことができる。

57 86 2 2 1 4

【新規】 第１　区職員の動員態勢強化
６　職員勤務体制の整備
職員の勤務ローテーション、初動期の帰宅ルールの整理、就寝ス
ペース等の確保、健康相談体制の整備などを検討し、持続可能な
職員体制を構築する。

58 86 2 2 1 4

【新規】 第１　区職員の動員態勢強化
７　災害対策本部編成員の参集状況の把握
勤務時間外に発災した場合、参集の可否を把握するためにＩＣＴ
を活用した配信システム等を導入する。

59 89 2 2 2 2

第２　現況
４　固定系防災行政無線の整備
親局及び子局の全機器を平成24年度に従来のアナログ方式からデ
ジタル方式に刷新し、それに伴い防災行動無線で伝達した内容を
確認できる電話応答システムを導入している。
また、防災行政無線設置の難聴エリアを解消するために、新たに
建設する一定規模以上の中高層建築物への防災行政無線設置の協
力を求めるとともに、屋外スピーカーの増設・移設、中高層建築
物・商店街等へ戸別受信機の設置を図る。

第２　現況
４　固定系防災行政無線の整備
防災行政無線設置の難聴エリアを解消するために、新たに建設す
る一定規模以上の中高層建築物への防災行政無線設置の協力を求
めるとともに、屋外スピーカーの増設・移設、中高層建築物・商
店街等へ戸別受信機の設置を図る。
なお、防災行政無線で24時間以内に伝達した内容を確認できる電
話応答システムを導入している。
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No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容
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60 89 2 2 2 2

第２　現況
５　固定系防災行政無線の子局の設置場所
（平成27年10月現在）

第２　現況
５　固定系防災行政無線の子局の設置場所
（平成30年10月１日現在）

※資料編　屋外スピーカー設置場所一覧表を修正

61 89 2 2 2 2

第２　現況
６　地域系防災行政無線の整備
親局及び子局の全機器を平成22年度に従来のアナログ方式からデ
ジタル方式に刷新した。
従来から搭載している通信機能に加え、ふくそう等による情報伝
達のトラブルに対しても柔軟に対応できるよう、新たに追加され
たメール機能を活用する。

第２　現況
６　地域系防災行政無線の整備
災害時に災害情報等を相互に連絡するため、避難所及び防災関係
機関等施設に対し、地域系防災行政無線の整備を行っている。今
後、新たに設置が必要となる施設（福祉避難所等）については、
検討の上、早期の導入を図る。

62 90 2 2 2 2

第２　現況
７　地域系防災行政無線の子局の設置場所
（平成27年10月現在）

第２　現況
７　地域系防災行政無線の子局の設置場所
（平成30年10月１日現在）

設置形態 設置数 設　　　置　　　場　　　所

半固定型 70台
地域活動センター、区立小・中学校等、福
祉避難所、妊産婦・乳児救護所、消防署、
警察署、東京電力、東京ガス等

設置形態 設置数 設　　置　　場　　所

屋外スピーカー 95か所
公園、児童遊園、学校、地域活動
センター等

設置形態 設置数 設　　置　　場　　所

屋外スピーカー 97か所
公園、児童遊園、学校、地域活動
センター等

設置形態 設置数 設　　　置　　　場　　　所

半固定型 72台

地域活動センター、区立小・中学校等、福
祉避難所、妊産婦・乳児救護所、消防署、
警察署、東京電力パワーグリッド株式会
社、東京ガス等
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63 90 2 2 2 2

第２　現況
８　地震計ネットワーク・震度分布即時把握システムの活用
文京区は、平成21年３月、計測震度計を更新し、ケーブル配線に
よりシビックセンター15階防災センターの処理部・震度表示装置
と接続するとともに、通信回線(防災行政無線・ＮＴＴ回線)を介
して、東京都防災センターへ震度情報の提供を行っている。

第２　現況
８　地震計ネットワーク・震度分布即時把握システムの活用
文京区は、平成30年９月、文京スポーツセンターに設置してある
計測震度計を更新し、ケーブル配線によりシビックセンター15階
防災センターの処理部と接続するとともに、通信回線(防災行政
無線・ＮＴＴ回線)を介して、東京都防災センターへ震度情報の
提供を行っている。

64 90 2 2 2 2

第２　現況
９　Lアラートの活用
各自治体が発する災害関連情報等を集約し、テレビ、ラジオ、携
帯電話、ネット等の多様なメディアを通じて一括配信するシステ
ムであり、平成28年３月現在、ＮＨＫデータ放送のみ配信してい
る。

第２　現況
９　Lアラートの活用
各自治体が発する災害関連情報等を集約し、テレビ、ラジオ、携
帯電話、インターネット等の多様なメディアを通じて一括配信す
るシステムである。

65 90 2 2 2 2

第２　現況
10　情報伝達手段の充実及び新たな手段の導入
区民等に対して緊急情報を伝達するために、東日本大震災を契機
に導入した緊急速報メール（エリアメール）やツイッター等の情
報伝達手段及びＪ－ＡＬＥＲＴ（全国瞬時警報システム）と防災
行政無線を連動させることにより、瞬時に重要情報を伝達する仕
組みを活用する。

第２　現況
10　情報伝達手段の充実及び新たな手段の導入
区民等に対して緊急情報を伝達するために、東日本大震災を契機
に導入した緊急速報メール（エリアメール）やＳＮＳ等の情報伝
達手段及びＪ－ＡＬＥＲＴ（全国瞬時警報システム）と防災行政
無線を連動させることにより、瞬時に重要情報を伝達する仕組み
を活用する。

66 90 2 2 2 2

【新規】 第２　現況
11　 臨時災害FM放送局の開設準備
区では、潜在電界調査及び避難所総合訓練における試験放送の結
果等を踏まえ、平成30年４月から臨時災害ＦＭ放送局の運用がで
きるよう放送設備機器を整備した。災害発生後１週間以内を目標
に開設し、生活関連情報、避難所情報及び地域情報等の情報伝達
手段として活用する。

67 91 2 2 2 2

第３　事業計画
１　情報連絡窓口
（２）区における情報連絡窓口は、防災センターとする。

第３　事業計画
１　情報連絡窓口
（２）区における情報連絡窓口は、災害対策本部とする。
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68 91 2 2 2 2

第３　事業計画
２　災害情報システムの整備と活用
（２）避難所（区立小・中学校等）
また、食糧等の各種要請については、災害情報システム、地域系
防災行政無線及び衛星電話等を利用し、各避難所から区災害対策
本部に対して行う。

第３　事業計画
２　災害情報システムの整備と活用
（２）避難所（区立小・中学校等）
また、食糧等の各種要請については、災害情報システム、地域系
防災行政無線及び衛星携帯電話等を利用し、各避難所から区災対
情報部に対して行う。

69 91 2 2 2 2

第３　事業計画
２　災害情報システムの整備と活用
（３）地域活動センター
地域活動センター班の職員は、区災害対策本部との連絡及び地域
の被災状況の把握に努め、災害情報システム、地域系防災行政無
線及び衛星電話等を利用して、区災害対策本部へ連絡する。

第３　事業計画
２　災害情報システムの整備と活用
（３）地域活動センター
地域活動センター班の職員は、区災害対策本部との連絡及び地域
の被災状況の把握に努め、災害情報システム、地域系防災行政無
線及び衛星携帯電話等を利用して、区災害対策本部へ連絡する。

70 91 2 2 2 2

第３　事業計画
３　災害情報システムの更新
更に、情報技術の進展を見据えながら、導入後５年を目途に、再
更新について検討する。

第３　事業計画
３　災害情報システムの更新
更に、情報技術の進展を見据えながら、システム更新後５年を目
途に、再更新について検討する。

71 92 2 2 2 2

第３　事業計画
６　通信機器の習熟
（１）現在確保している複数の情報伝達機器及び情報伝達手段に
ついて、運用方法マニュアルを作成する。
（２）区及び防災関係機関等は、平常時において機器操作に従事
する職員に対し、定期的又は必要に応じて情報通信機器の操作訓
練を実施するとともに、災害時に的確に運用できるよう機器操作
マニュアルを作成する。操作訓練については、いつ起こるか分か
らない災害に備え、夜間も含めた実施を検討していく。また、操
作を行える職員を多数確保するために、災害対策従事職員に対す
る訓練を強化する。

第３　事業計画
６　通信機器の習熟
（１）区及び防災関係機関等は、平常時において機器操作に従事
する職員に対し、定期的又は必要に応じて情報通信機器の操作訓
練を実施するとともに、災害時に的確に運用できるよう、機器操
作及び運用マニュアルの作成及び見直しを行う。操作訓練につい
ては、いつ起こるか分からない災害に備え、夜間も含めた実施を
検討していく。また、操作を行える職員を多数確保するために、
災害対策従事職員に対する訓練を強化する。
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No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容

文京区地域防災計画（平成30年度修正）修正項目一覧

《凡例》Ｎo：修正項目一覧の整理番号
　　　　頁・編・部・章及び節：別紙「地域防災計画（平成30年度修正）素案」の記載箇所

72 92 2 2 2 2

第３　事業計画
７　防災用ホームページの運用
防災用ホームページにより、防災シミュレーションや避難路検索
等を行うことができる。また、災害発生時には被害状況等の公開
により、区民、防災関係機関との間で情報の共有化を図る。

第３　事業計画
７　防災ホームページの運用
　防災ホームページにより、地域防災計画や各種ハザードマッ
プ、防災対策事業等の周知を図るとともに、防災気象情報や河
川・雨量の観測データを区民、防災関係機関等と共有している。
また、災害時には被害情報等を公開し、情報の共有化を図る。

73 92 2 2 2 2

第３　事業計画
９　住民への周知
また、地震情報、気象情報、災害情報等を携帯電話に配信する
「文の京」安心・防災メールの活用促進を図る。

第３　事業計画
９　住民への周知
また、地震情報、気象情報、災害情報等を携帯電話に配信する
「文の京」安心・防災メール、緊急速報メール（エリアメー
ル）、「Ｙａｈｏｏ！防災速報」等の活用促進を図る。

74 92 2 2 2 2

第３　事業計画
10　要配慮者に対する情報伝達
災害時において適時に情報を収集することが困難な要配慮者に対
して、「文の京」安心・防災メール等を活用した情報伝達方法の
構築を図る。

第３　事業計画
10　要配慮者に対する情報伝達
災害時において適時に情報を収集することが困難な要配慮者（障
害者、外国人等）に対して、「文の京」安心・防災メールやＳＮ
Ｓ等を活用するとともに、緊急速報メール（エリアメール）や
「Ｙａｈｏｏ！防災速報」などの活用を図っていく。
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No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容

文京区地域防災計画（平成30年度修正）修正項目一覧

《凡例》Ｎo：修正項目一覧の整理番号
　　　　頁・編・部・章及び節：別紙「地域防災計画（平成30年度修正）素案」の記載箇所

75 94 2 2 3 1

第１　活動方針
災害時においては、防災関係機関がそれぞれの所掌事務又は業務
に従って応急対策活動を実施するが、必要に応じて他の機関の協
力を求めるなど災害対策に万全を期さなければならない。
このため、被災していない他区、首都圏を震源とする震災被害が
及びにくい自治体、公共的な団体、防災関係機関、新たな事業者
等との協定を締結し、多様な協力体制の構築を図る。
※公共的な団体とは、医師会、歯科医師会、薬剤師会、文京区赤
十字婦人奉仕団、商工会議所、町会連合会、商店連合会、生活協
同組合等をいう。

第１　活動方針
阪神淡路大震災や東日本大震災、熊本地震の際、被災自治体では
行政機能が著しく低下し、他の自治体や公共的な団体、民間団体
等からの人的・物的支援の受入れにまで手が回らず、適切な支援
を受けるまでに時間を要した。
災害時においては、防災関係機関がそれぞれの所掌事務又は業務
に従って応急対策活動を実施するが、必要に応じて他の機関の協
力を求めるなど災害対策に万全を期さなければならない。
このため、都や協定自治体などから人的・物的支援を円滑に受け
入れる体制（受援体制）を構築するため、平時から受援に係る役
割分担や連絡窓口、応援要請や受け入れ手順等のルール化などを
明確にしておく必要がある。
また、首都圏を震源とする震災被害が及びにくい自治体、公共的
な団体、防災関係機関、新たな事業者等との協定を締結し、多様
な協力体制の構築を図る。
なお、人的・物的支援を円滑に受け入れる体制を構築するととも
に、被災地への応援体制を構築するため、受援・応援計画を策定
する。
※公共的な団体とは、医師会、歯科医師会、薬剤師会、文京区赤
十字婦人奉仕団、商工会議所、町会連合会、商店街連合会、生活
協同組合等をいう。
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No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容

文京区地域防災計画（平成30年度修正）修正項目一覧

《凡例》Ｎo：修正項目一覧の整理番号
　　　　頁・編・部・章及び節：別紙「地域防災計画（平成30年度修正）素案」の記載箇所

1

２　応急措置の要請要領
区長が都知事に応援又は応援のあっ旋を求める場合、都総務局
（総合防災部防災対策課）に対し、次に掲げる事項についてまず
口頭又は電話等をもって要請し、後日文書により改めて処理す
る。
（１）都に応急措置の実施又は応援を求める場合
１）被災者の他地区への移送要請
①被災者の他地区への移送を要請する理由
②移送を必要とする被災者の数
③希望する移送先
④被災者の収容を要する期間
⑤その他必要な事項
２）都各部局への応急措置の実施又は応援の要請
①災害の状況及び応援を求める理由（災害の情況及びあっ旋を求
める場合はその理由）
②応援を希望する機関名
③応援を希望する人員、物資、資材、機械、器具等の品名及び数
量
④応援を必要とする場所、期間
⑤応援を必要とする活動内容
⑥その他必要な事項
（２）指定地方行政機関、他府県等の応援のあっ旋を求める場合
１）指定地方行政機関又は他府県の応援要請のあっ旋を求める場
合
①災害の状況及び応援を求める理由（災害の情況及びあっ旋を求
める場合はその理由）
②応援を希望する機関名
③応援を希望する人員、物資、資材、機械、器具等の品名及び数
量
④応援を必要とする場所、期間
⑤応援を必要とする活動内容
⑥その他必要な事項

２）指定地方行政機関又は他府県等の職員の派遣のあっ旋を求め
る場合
（災害対策基本法第30条、災害対策基本法施行令第16条、地方自
治法第252条の17）
①派遣のあっ旋を求める理由
②派遣にあっ旋を求める職員の職種別人員
③派遣を必要とする期間
④派遣される職員の給与その他の勤務条件
⑤その他職員の派遣のあっ旋について必要な事項
３）日本放送協会又は民放各社に放送の依頼のあっ旋を求める場
合
①放送要請の理由
②放送事項
③希望する放送日時及び送信系統
④その他必要な事項

２　受援体制の構築
応援自治体からの人的、物的支援を円滑に受け入れ、支援業務に
移行するため、受援の関する総合調整機能を担う体制を整備し
た。
（１） 人的支援の受入体制
災害対策本部事務局内に受援班を設置し、総合的な調整機能を担
う体制を整備する。受援班の主な業務は以下のとおりとする。
ア　職員の参集状況の把握
イ　災対各部職員の不足人員の集約、応援必要人員の算出、災対
各部の受援担当との調整
ウ　応援要請の必要性の検討
エ　応援職員等の受け入れ、災対各部への派遣・紹介
オ　応援職員への支援等
（２） 災対各部における応援職員の受入体制
災対各部に受援担当を設置し、応援職員の受け入れや活動環境の
整備等を担う体制を整備する。災対各部における受援担当の主な
業務は以下のとおりとする。
ア　業務における人的・物的資源のニーズと受入状況の把握
イ　人的・物的資源のニーズと受入状況の把握を参考に資源の過
不足の整理
ウ　業務実施状況を踏まえ、今後の必要資源の整理及び災害対策
本部事務局への応援要請
エ　区職員と応援職員を含めた業務実施計画の作成
オ　業務従事者による定例ミーティングの実施等
（３） 物的支援の受入体制
物資集積拠点に救援物資担当を設置し、東京都トラック協会文京
支部から派遣される物流コーディネーターの支援の下、支援物資
の総括的な管理を担う体制を整備する。救援物資担当の主な業務
は以下のとおりとする。

ア　物資輸送拠点内の支援物資の受け入れ及び管理
イ　物資輸送拠点から避難所への物資配分計画作成
ウ　避難所ごとの支援物資在庫数の集約
エ　避難所ごとの不足物資の集約、必要物資の算出
オ　避難所への支援物資の輸送等

76
94
～
95

2 2 3
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No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容

文京区地域防災計画（平成30年度修正）修正項目一覧

《凡例》Ｎo：修正項目一覧の整理番号
　　　　頁・編・部・章及び節：別紙「地域防災計画（平成30年度修正）素案」の記載箇所

1

２　応急措置の要請要領
区長が都知事に応援又は応援のあっ旋を求める場合、都総務局
（総合防災部防災対策課）に対し、次に掲げる事項についてまず
口頭又は電話等をもって要請し、後日文書により改めて処理す
る。
（１）都に応急措置の実施又は応援を求める場合
１）被災者の他地区への移送要請
①被災者の他地区への移送を要請する理由
②移送を必要とする被災者の数
③希望する移送先
④被災者の収容を要する期間
⑤その他必要な事項
２）都各部局への応急措置の実施又は応援の要請
①災害の状況及び応援を求める理由（災害の情況及びあっ旋を求
める場合はその理由）
②応援を希望する機関名
③応援を希望する人員、物資、資材、機械、器具等の品名及び数
量
④応援を必要とする場所、期間
⑤応援を必要とする活動内容
⑥その他必要な事項
（２）指定地方行政機関、他府県等の応援のあっ旋を求める場合
１）指定地方行政機関又は他府県の応援要請のあっ旋を求める場
合
①災害の状況及び応援を求める理由（災害の情況及びあっ旋を求
める場合はその理由）
②応援を希望する機関名
③応援を希望する人員、物資、資材、機械、器具等の品名及び数
量
④応援を必要とする場所、期間
⑤応援を必要とする活動内容
⑥その他必要な事項

２）指定地方行政機関又は他府県等の職員の派遣のあっ旋を求め
る場合
（災害対策基本法第30条、災害対策基本法施行令第16条、地方自
治法第252条の17）
①派遣のあっ旋を求める理由
②派遣にあっ旋を求める職員の職種別人員
③派遣を必要とする期間
④派遣される職員の給与その他の勤務条件
⑤その他職員の派遣のあっ旋について必要な事項
３）日本放送協会又は民放各社に放送の依頼のあっ旋を求める場
合
①放送要請の理由
②放送事項
③希望する放送日時及び送信系統
④その他必要な事項

２　受援体制の構築
応援自治体からの人的、物的支援を円滑に受け入れ、支援業務に
移行するため、受援の関する総合調整機能を担う体制を整備し
た。
（１） 人的支援の受入体制
災害対策本部事務局内に受援班を設置し、総合的な調整機能を担
う体制を整備する。受援班の主な業務は以下のとおりとする。
ア　職員の参集状況の把握
イ　災対各部職員の不足人員の集約、応援必要人員の算出、災対
各部の受援担当との調整
ウ　応援要請の必要性の検討
エ　応援職員等の受け入れ、災対各部への派遣・紹介
オ　応援職員への支援等
（２） 災対各部における応援職員の受入体制
災対各部に受援担当を設置し、応援職員の受け入れや活動環境の
整備等を担う体制を整備する。災対各部における受援担当の主な
業務は以下のとおりとする。
ア　業務における人的・物的資源のニーズと受入状況の把握
イ　人的・物的資源のニーズと受入状況の把握を参考に資源の過
不足の整理
ウ　業務実施状況を踏まえ、今後の必要資源の整理及び災害対策
本部事務局への応援要請
エ　区職員と応援職員を含めた業務実施計画の作成
オ　業務従事者による定例ミーティングの実施等
（３） 物的支援の受入体制
物資集積拠点に救援物資担当を設置し、東京都トラック協会文京
支部から派遣される物流コーディネーターの支援の下、支援物資
の総括的な管理を担う体制を整備する。救援物資担当の主な業務
は以下のとおりとする。

ア　物資輸送拠点内の支援物資の受け入れ及び管理
イ　物資輸送拠点から避難所への物資配分計画作成
ウ　避難所ごとの支援物資在庫数の集約
エ　避難所ごとの不足物資の集約、必要物資の算出
オ　避難所への支援物資の輸送等

76
94
～
95

2 2 3
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No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容

文京区地域防災計画（平成30年度修正）修正項目一覧

《凡例》Ｎo：修正項目一覧の整理番号
　　　　頁・編・部・章及び節：別紙「地域防災計画（平成30年度修正）素案」の記載箇所

【新規】 ３　人的支援に向けた要請手続き
都災害対策本部への要請に基づく人的受援は、カウンターパート
方式（対向支援）とこれを補完する全国スキーム（全国知事会、
９都県市など）が中心となる。
（１） カウンターパート団体決定前の手続き
ア　参集人員の確認及び不足人員の集約、応援必要人の算出
イ　都災害対策本部への応援要請
以下の内容について、「応援要請シート」で都災害対策本部（人
員調整部門）へ応援を要請する。
（ア）要請人数
（イ）派遣期間
（ウ）集合場所
（エ）活動内容
（オ）活動場所
（カ）応援職員に求める要件（職種、資格、経験）
（キ）必要な資機材等
ウ　都災害対策本部からの応援要請結果の報告、応援職員の派遣
エ　応援職員の受け入れ、災対各部への派遣、都災害対策本部へ
の報告
オ  応援職員の態勢整備及び活動実施
（２） カウンターパート団体決定後の手続き
ア　支援担当自治体の決定、都災害対策本部による区への応援要
請結果の報告
イ　応援職員の受け入れ、災対各部への派遣、都災害対策本部へ
の報告
ウ　応援職員の態勢整備及び活動実施
エ　受援終了の判断・報告の取りまとめ
オ　応援者への費用の支払い手続き

※今後、受援計画を策定し、具体的な対応を検討していく。

77
95
～
96

2 2 3 1
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No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容

文京区地域防災計画（平成30年度修正）修正項目一覧
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78 96 2 2 3 1

第２　活動内容
４　他自治体との相互応援協力体制の強化
（６）他自治体との新たな協定締結
災害時に備蓄品のみでは十分でない生活用品資器材及び医薬品等
の応急物資の提供、応援職員の派遣等発災時に必要となる物資及
び人的資源の迅速な確保と提供ができるよう、他自治体との相互
応援協力体制の強化を図る。

第２　活動内容
５　他自治体との相互応援協力体制の強化
発災時に必要となる物資・人的資源の迅速な確保と提供ができる
よう、他自治体との相互応援協力体制の強化を図っていく。平成
30年10月１日までに協定等を締結した自治体は以下のとおりであ
る。

79 96 2 2 3 1

【新規】 第２　活動内容
５　他自治体との相互応援協力体制の強化
（５）熊本県・熊本市・新宿区との包括連携に関する覚書
平成27年10月１日に熊本県・熊本市・新宿区と締結した「文化と
歴史を縁とした包括連携に関する覚書」に基づき、相互に連携協
力する。

80 96 2 2 3 1

第２　活動内容
４　他自治体との相互応援協力体制の強化
（５）甲州市との相互協力に関する協定

第２　活動内容
５　他自治体との相互応援協力体制の強化
（６）山梨県甲州市との相互協力に関する協定

81 96 2 2 3 1

【新規】 第２　活動内容
５　他自治体との相互応援協力体制の強化
（７）熊本県上天草市との相互協力に関する協定
平成29年２月17日に上天草市と締結した「上天草市と文京区との
相互協力に関する協定」に基づき、大規模災害が発生した場合に
おいて、相互に応援協力する。
（８）広島県福山市との相互協力に関する協定
平成30年３月20日に福山市と締結した「福山市と文京区との相互
協力に関する協定」に基づき、大規模災害が発生した場合におい
て、相互に応援協力する。

26



No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容

文京区地域防災計画（平成30年度修正）修正項目一覧

《凡例》Ｎo：修正項目一覧の整理番号
　　　　頁・編・部・章及び節：別紙「地域防災計画（平成30年度修正）素案」の記載箇所

82 97 2 2 3 1

５　避難所等に関する新たな協定の締結
（１）避難所の確保を図るため、区内都立高校（４校）、大学等
を避難所として利用する協定定締結を促進する。

６　避難所等に関する新たな協定の締結
（１）避難所の確保を図るため、区内都立中等教育学校・高等学
校（４校）、大学等を避難所として利用する協定定締結を促進す
る。

83 101 2 2 4 1

第２　活動内容
１　区の広報活動

第２　活動内容
１　区の広報活動

84 102 2 2 4 1

第２　活動内容
１　区の広報活動
※文京区民チャンネルによる災害情報の発信体制を一層充実させ
るため、東京ケーブルネットワーク株式会社と災害時の報道に関
する協定等を締結する。

第２　活動内容
１　区の広報活動
※東京ケーブルネットワーク株式会社と締結した「災害に係る情
報発信等に関する協定（平成30年1月17日締結）」に基づき、災
害情報の発信体制充実を図る。

手段

１　防災行政無線による直接広報
２　「文の京」安心・防災メールによる広報
３　ホームページやソーシャルメディアを活用した広報
４　ケーブルテレビを活用したデータ放送（「文の京」安心・防災
メール）等による広報
５　新聞やテレビ等の報道機関を活用したパブリシティによる間接
広報
６　広報紙の拠点配布
７　広報車による広報

手段

１　防災行政無線による直接広報
２　「文の京」安心・防災メール、緊急速報メール（エリアメー
ル）及び「Ｙａｈｏｏ！防災速報」による広報
３　ホームページやＳＮＳを活用した広報
４　ＣＡＴＶを活用したデータ放送（「文の京」安心・防災メー
ル）等による広報
５　新聞やテレビ等の報道機関を活用したパブリシティによる間接
広報
６　広報紙の拠点配布
７　庁有車による広報
８　臨時災害ＦＭ放送（ラジオ放送）による広報
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No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容

文京区地域防災計画（平成30年度修正）修正項目一覧

《凡例》Ｎo：修正項目一覧の整理番号
　　　　頁・編・部・章及び節：別紙「地域防災計画（平成30年度修正）素案」の記載箇所

85 107 2 2 6 1

第２　活動内容
１　車両の調達
（１）庁有車
区所有の車両については、災対輸送部が統括し、有効活用を図
る。

第２　活動内容
１　車両の調達
（１）庁有車
区所有の車両については、災対土木部が統括し、有効活用を図
る。
また、区が所有する電気自動車については、搭載するバッテリー
を災害時の非常用電源として利用することが可能であるため、活
用方法等を検討する。

86 107 2 2 6 1

第２　活動内容
１　車両の調達
（２）乗用車・貨物自動車
区所有の車両を第一次的に使用し、不足が生じる場合は、「災害応急
対策用貨物自動車供給協定」に基づき、東京都トラック協会文京支部
から車両を調達する。

第２　活動内容
１　車両の調達
（２）乗用車・貨物自動車
区所有の車両を第一次的に使用し、不足が生じる場合は、「災害時に
おける物流業務に関する協定」に基づき、東京都トラック協会文京支部
から車両を調達する。

87 107 2 2 6 1

第２　活動内容
２　配車
（２）配車手続き
各部において車両を必要とするときは、車種、トン数、台数、引
き渡し場所、日時を明記の上、災対輸送部に請求する。

第２　活動内容
２　配車
（２）配車手続き
各部において車両を必要とするときは、車種、トン数、台数、引き渡し場
所、日時を明記の上、災対土木部に請求する。
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No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容

文京区地域防災計画（平成30年度修正）修正項目一覧

《凡例》Ｎo：修正項目一覧の整理番号
　　　　頁・編・部・章及び節：別紙「地域防災計画（平成30年度修正）素案」の記載箇所

88 107 2 2 6 1

第２　活動内容
２　配車
（３）車両の待機
１）災害の発生の恐れのあるとき、災対輸送部は、東京都トラック協会文
京支部との協定に基づき、その状況に応じ、対応可能な範囲内で、東
京都トラック協会文京支部所属の会社に待機させることができる。また、
赤帽首都圏軽自動車運送協同組合城北支部においても、協定に基づ
き、その状況に応じ、32台の範囲内で赤帽首都圏軽自動車運送協同
組合城北支部所属の会社等に待機させることができる。
２）各部において、待機車両を必要とするときは、災対輸送部に請求
し、当該部用として待機させ、又は確保することができる。

第２　活動内容
２　配車
（３）車両の待機
ア 災害の発生の恐れのあるとき、災対土木部は、東京都トラック協会
文京支部との協定に基づき、その状況に応じ、対応可能な範囲内で、
東京都トラック協会文京支部所属の会社に待機させることができる。ま
た、赤帽首都圏軽自動車運送協同組合城北支部においても、協定に
基づき、その状況に応じ、32台の範囲内で赤帽首都圏軽自動車運送
協同組合城北支部所属の会社等に待機させることができる。
イ 各部において、待機車両を必要とするときは、災対土木部に請求
し、当該部用として待機させ、又は確保することができる。

89 108 2 2 6 1

第２　活動内容
２　配車
（４）人員及び救助物資等の輸送計画
２）災害時要援護者の搬送
災害時要援護者を福祉避難所等に搬送するために、新たな輸送手
段の確保について検討する。

第２　活動内容
２　配車
（４）人員及び救助物資等の輸送計画
イ　避難行動要支援者の搬送
避難行動要支援者を福祉避難所等に搬送するために、新たな輸送
手段の確保について検討する。

90 108 2 2 6 1

第２　活動内容
２　配車
（４）人員及び救助物資等の輸送計画
３）救助物資等の輸送
①食品・生活必需品は、災対輸送部門が輸送する。

第２　活動内容
２　配車
（４）人員及び救助物資等の輸送計画
ウ　救助物資等の輸送
（ア）食品・生活必需品は、災対土木部が輸送する。
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No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容

文京区地域防災計画（平成30年度修正）修正項目一覧

《凡例》Ｎo：修正項目一覧の整理番号
　　　　頁・編・部・章及び節：別紙「地域防災計画（平成30年度修正）素案」の記載箇所

91 108 2 2 6 1

第２　活動内容
２　配車
（５）緊急物資の輸送
震災により、区内に被害が発生した場合は、区は避難所（区立
小・中学校等）へ避難した被災者救援のための緊急物資、救護所
への医薬品、あるいは応急復旧に必要な資器材等の輸送手段を確
保し、これらの活動が円滑に行われるようにしなければならな
い。
（中略）
なお、同計画の中では事前に赤帽組合の軽自動車を避難所及び地
区ごとに指定し、指定された避難所への搬送が困難な場合には地
区内で相互に補完できるようにした。

第２　活動内容
２　配車
（５）物資集積拠点の運営
物資集積拠点には、救援物資担当を配置し、国や都から搬入され
る緊急支援物資の管理を適切に行うため、あらかじめ物資集積拠
点のレイアウトを決定しておく。また、緊急支援物資の搬入・搬
出に当たっては、東京都トラック協会文京支部の支援により、物
流コーディネーターの派遣を受け、避難所への支援物資を円滑に
配送する態勢を構築する。

92 108 2 2 6 1

【新設】 第２　活動内容
２　配車
（６）物資輸送ルートの設定
物資集積拠点から避難所への支援物資輸送については、あらかじ
め輸送ルートを設定し、東京都トラック協会文京支部及び赤帽首
都圏軽自動車運送協同組合城北支部に輸送を依頼する。

93 109 2 2 6 1

第２　活動内容
４　ヘリコプター災害時臨時離着陸候補地の選定
（３）文京区内のヘリコプター緊急離発着場等設置対象物一覧表
（消防署）
（平成24年11月現在）

第２　活動内容
４　ヘリコプター災害時臨時離着陸候補地の選定
（３）区内のヘリコプター緊急離発着場等設置対象物一覧表（消
防署）
（平成30年10月１日現在）
追記

施　　設　　名 所　在　地 設　置　種　別

日本医科大学付属病院 千駄木１-１-５ 緊急離発着場
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No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容

文京区地域防災計画（平成30年度修正）修正項目一覧
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94 109 2 2 6 1

第２　活動内容
４　ヘリコプター災害時臨時離着陸候補地の選定
（３）文京区内のヘリコプター緊急離発着場等設置対象物一覧表
（消防署）
緊急離発着場とは、必要の設備、資器材等が設備されており、常
に使用できる離発着場である。その中でも、屋上の表示がＨの場
合はヘリコプターが、直接着陸できる。Ｒの場合は、ヘリコプ
ターが、着陸できないのでホバリングにより救助する。

第２　活動内容
４　ヘリコプター災害時臨時離着陸候補地の選定
（３）区内のヘリコプター緊急離発着場等設置対象物一覧表（消
防署）
緊急離発着場とは、必要な設備、資器材等が設備されており、常
に使用できる離発着場である。その中でも、屋上の表示がＨ（緊
急離発着場）の場合はヘリコプターが、直接着陸できる。Ｒ（緊
急救助スペース）の場合は、ヘリコプターが、着陸できないので
ホバリングにより救助する。

95 118 2 2 8 1

第１　活動方針
４　妊産婦・乳児救護所
災害の発生により避難した妊産婦及び乳児を災害の危険性がなく
なるまでに必要な間滞在させ、または災害により家に戻れなく
なった妊産婦及び乳児を一時的に滞在させるための施設をいう。

第１　活動方針
４　妊産婦・乳児救護所
災害の発生により避難した妊産婦及び乳児を災害の危険性がなく
なるまでに必要な間滞在させ、または災害により家に戻れなく
なった妊産婦及び乳児とその母親を一時的に滞在させるための施
設をいう。
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No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容

文京区地域防災計画（平成30年度修正）修正項目一覧

《凡例》Ｎo：修正項目一覧の整理番号
　　　　頁・編・部・章及び節：別紙「地域防災計画（平成30年度修正）素案」の記載箇所

1

第１　活動方針
<避難所>

第１　活動方針
<避難所>
避難所（地震）
計33か所

　

福祉避難所（障害者）
計３か所

妊産婦・乳児救護所
計４か所

96 120 2 2 8

避難所 施設名 所在地

特別養護老人ホーム
文京大塚みどりの郷

大塚４－50－１

特別養護老人ホーム
文京くすのきの郷

大塚４－18－１

特別養護老人ホーム
文京白山の郷

白山５－16－３

特別養護老人ホーム
文京千駄木の郷

千駄木５－19－２

特別養護老人ホーム
ゆしまの郷

湯島３－29－10

短期入所生活介護あけぼし 小石川５－11－８

福祉避難所
（高齢者）

避難所 施設名 所在地

特別養護老人ホーム
文京大塚みどりの郷

大塚４－50－１

特別養護老人ホーム
文京くすのきの郷

大塚４－18－１

特別養護老人ホーム
文京白山の郷

白山５－16－３

特別養護老人ホーム
文京千駄木の郷

千駄木５－19－２

特別養護老人ホーム
ゆしまの郷

湯島３－29－10

特別養護老人ホーム
洛和ヴィラ文京春日

春日１－９－21

短期入所生活介護あけぼし 小石川５－11－８

文京湯島高齢者在宅サービス
センター

湯島２－28－14

文京向丘高齢者在宅サービス
センター

向丘２－22－９

文京昭和高齢者在宅サービス
センター

本駒込２－28－31

文京本郷高齢者在宅サービス
センター

本郷４－21－２

介護老人保健施設
音羽えびすの郷

音羽１－22－14

福祉避難所
（高齢者）

計12か所
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No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容

文京区地域防災計画（平成30年度修正）修正項目一覧

《凡例》Ｎo：修正項目一覧の整理番号
　　　　頁・編・部・章及び節：別紙「地域防災計画（平成30年度修正）素案」の記載箇所

97 121 2 2 8 1

第２　活動内容
２　避難誘導
（１）防災関係機関の分担
（ア）区
③なお、電話、PHS等の手段を活用して保護者との連絡に努め
る。

第２　活動内容
２　避難誘導
（１）防災関係機関の分担
ア　区
（イ）なお、電話、情報配信システム等の手段を活用して保護者
との連絡に努める。
（ウ）なお、電話、情報配信システム等の手段を活用して保護者
との連絡に努める。

98 122 2 2 8 1
図内
【福祉避難所】特別養護老人ホーム等（９か所）

図内
【福祉避難所】特別養護老人ホーム等（15か所）

99 123 2 2 8 2

第２　活動内容
１　避難所の指定等
・・・（略）また、被害の状況によっては避難者数が増加するこ
とも予想されるため、区有施設、区内都立高校(４校)、区内大学
の活用を図るとともに、大学、ホテル等と協定を締結し、避難所
確保に努める。

第２　活動内容
１　避難所の指定等
・・・（略）また、被害の状況によっては避難者数が増加するこ
とも予想されるため、区有施設の活用及び区内都立中等教育学
校・高等学校（４校）、協定を締結している区内大学へ協力を求
めるとともに、今後、ホテル等と協定を締結し、避難所確保に努
める。

100 123 2 2 8 2

第２　活動内容
１　避難所の指定等
（５）避難所における通信手段の多様化
小・中学校等に公衆無線LAN(Ｗi‐Ｆi)設備の設置を進める。

第２　活動内容
１　避難所の指定等
（５）避難所における通信手段の多様化
全ての小・中学校等に公衆無線LAN(Ｗi‐Ｆi)設備を設置した。

1

第１　活動方針
<避難所>

第１　活動方針
<避難所>
避難所（地震）
計33か所

　

福祉避難所（障害者）
計３か所

妊産婦・乳児救護所
計４か所

96 120 2 2 8
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No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容

文京区地域防災計画（平成30年度修正）修正項目一覧

《凡例》Ｎo：修正項目一覧の整理番号
　　　　頁・編・部・章及び節：別紙「地域防災計画（平成30年度修正）素案」の記載箇所

101 123 2 2 8 2

第２　活動内容
１　避難所の指定等
（６）避難所の非構造部材の耐震化
避難所となる区立小・中学校の体育館の非構造部材（天井・照明
等）の耐震性能の点検・調査を行い、対応が必要な場合には改修
を進める。

第２　活動内容
１　避難所の指定等
（６）避難所の非構造部材の耐震化
避難所となる区立小・中学校の体育館の非構造部材（天井・照明
等）の耐震性能の点検・調査を行い、対応が必要な場合には改修
を行っている。

102 124 2 2 8 2

第２　活動内容
１　避難所の指定
（９）避難所表示板の多言語対応
避難所の出入口に設置している避難所表示板を更新し、必要な情
報を簡潔にかつわかりやすく伝えられるよう記載内容を見直すと
ともに、日本語・英語・中国語・韓国語表記の４か国語対応の多
言語化を図る。

第２　活動内容
１　避難所の指定等
（９）避難所表示板の多言語対応
避難所の出入口に設置している避難所表示板を更新し、必要な情
報を簡潔にかつわかりやすく伝えられるよう、ピクトグラムを活
用する等記載内容を見直すとともに、日本語・英語・中国語・韓
国語表記の４か国語対応の多言語化を図る。

103 124 2 2 8 2

【新規】 第２　避難所開設
（２）　震度５強以上の対応
ウ　避難所の開設においては、各避難所の備蓄倉庫や主事室に配
置している避難所開設キット（平成30年度導入）を活用し避難所
開設を行う。
この避難所開設キットは、発災から３時間程度の開設までの行動
が「誰もが、躊躇なく、実動できる」行動手順書が在中されてお
り、迅速かつ適切に避難所開設ができるように有効活用を図ると
ともに、日常から訓練等で使い方を熟練していく。
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No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容

文京区地域防災計画（平成30年度修正）修正項目一覧

《凡例》Ｎo：修正項目一覧の整理番号
　　　　頁・編・部・章及び節：別紙「地域防災計画（平成30年度修正）素案」の記載箇所

104 125 2 2 8 2

第２　活動内容
２　避難所の開設
（３）震度５弱及び５強以上共通
５）避難所運営協議会及び参集職員からの避難所状況報告を受け
た区災害対策本部は、報告被災者数や被災地域等の被災状況、避
難収容対象施設の収容力・設備等を総合的に判断し、必要に応じ
てその他の公共施設等に避難所を設置する。

第２　活動内容
２　避難所の開設
（３）震度５弱及び５強以上共通
オ　避難所運営協議会及び参集職員からの避難所状況報告を受け
た区災害対策本部は、報告被災者数や被災地域等の被災状況、避
難収容対象施設の収容力・設備等を総合的に判断し、必要に応じ
て、地域活動センター、地域アカデミー、交流館及び区民会館等
を二次的な避難所として開設する。また、公共施設を二次的な避
難所として開設したあとにさらに被災者を収容する場合には、避
難所に関する災害時協定を締結している大学や高校などに開設を
依頼する。

カ　今後、二次的な避難所の開設時に行う安全点検の方法や避難
所への移送手段や支援物資の搬送についての検討を進めていく。
また、指定管理者により管理運営する施設を使用する場合には指
定管理者に依頼する業務をあらかじめ協議のうえ決定する必要性
があり、業務内容について検討を図っていく。

105 125 2 2 8 2

第２　活動内容
２　避難所の開設
７）区は、避難所生活の状況に応じて、要配慮者に対し、介護な
ど必要なサービスを提供するため、区有施設や社会福祉施設等を
福祉避難所として活用するよう運営法人との間で、応急業務の協
力に関する協定の締結を図っていく。

第２　活動内容
２　避難所の開設
ク　区は、避難所で生活することが著しく困難な高齢者・障害者
等を支援するため、区有施設や社会福祉施設等を福祉避難所とし
て活用するよう運営法人との間で、応急業務の協力に関する協定
の締結を図っていく。

106 127 2 2 8 2

【新規】 第２　活動内容
４　避難所の運営
エ　区は性自認及び性的指向に関する指摘を踏まえ、誰もが安心
して避難所生活を送れるように、プライバシー確保などの対応や
物資の備蓄を行う他、トイレ、入浴、防災対策等に配慮した環境
づくりを行う。
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No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容

文京区地域防災計画（平成30年度修正）修正項目一覧

《凡例》Ｎo：修正項目一覧の整理番号
　　　　頁・編・部・章及び節：別紙「地域防災計画（平成30年度修正）素案」の記載箇所

第２　活動内容
５　避難所以外の避難者
区長は、被災者が避難所以外の場所（自宅等）で生活する場合、
町会やボランティア等と協力し、生活している場所、その状況及
び要望等を把握する。特に自動車等の狭いスペースで生活してい
る避難者については、体調等が急変する危険性もあるため、健康
管理等への啓発を行う。

第２　活動内容
５　避難所外避難者
区長は、被災者が避難所以外の場所（自宅等）で生活する場合、
町会やボランティア等と協力し、生活している場所、その状況及
び要望等を把握する。特に自動車等の狭いスペースで生活してい
る避難者については、体調等が急変する危険性もあるため、健康
管理等への啓発を行う。
（１） 避難所外避難者への対応
ア　情報収集の方法
避難所外避難者については、町会・自治会、民生委員、ボラン
ティア等を通じて、避難所運営部が収集し、災害対策本部に報告
する。
イ　支援内容
避難所では、避難所外避難者の支援として、避難行動要支援者の
把握とニーズの収集、食糧・飲料水の提供、生活必需品の配給、
被災者生活再建情報の提供、要望の収集等の業務を実施する。
ウ　情報収集の内容
所在地、人数、性別、年齢構成、生活環境（ライフラインの損傷
程度やトイレの衛生状況等）、食糧、飲料水、生活必需品等の有
無、要望等を収集する。
エ　収集内容の伝達及び活動方法
避難所で収集した情報は、災害対策本部から災対区民部・医療救
護部などの関係各部に伝達し、現地を確認の上、各避難所におい
て、食糧・飲料水の提供や生活必需品の配給などの支援につなげ
ていく。
（２） 避難所外避難者の健康管理の支援
ア　情報収集の方法
地域の状況については、災対区民部の地域活動センター班が現地
に赴き、情報を収集する。また、避難所運営部が指定避難所で収
集した避難所外避難者の情報についても、地域活動センター班が
現地を訪問し、状況を確認する。
イ　情報収集の内容
地域活動センター班は、避難所外避難者の避難場所、人数、生活
状況、健康状態等を調査する。
ウ　巡回態勢の構築
避難所外避難者への巡回については、収集した情報に基づき、避
難所の巡回に準じて実施する。
エ　健康指導の内容
避難所外避難者への健康指導については、感染症、エコノミーク
ラス症候群、生活不活発病等の予防に重点を置き、被災者一人ひ
とりの健康チェックを行うとともに、健康体操等のチラシなどを
配付することで、健康への注意喚起を行う。
また、必要に応じて、医療機関や専門医療チームに引き継ぐな
ど、被災者の健康管理に取り組む。

107
127
～
128

2 2 8 2
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No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容

文京区地域防災計画（平成30年度修正）修正項目一覧

《凡例》Ｎo：修正項目一覧の整理番号
　　　　頁・編・部・章及び節：別紙「地域防災計画（平成30年度修正）素案」の記載箇所

108 129 2 2 8 4

第１　活動方針
福祉避難所は、地震等による家屋の倒壊、焼失などで被害を受け
た者又は現に被害の恐れのある者のうち、避難所で生活すること
が著しく困難な高齢者・障害者等を一時的に受け入れ、避難生活
の支援・応急的な食料・救援物資等の配給、支援情報等の提供、
医療・健康相談などを行う。
福祉避難所は、特別養護老人ホーム等をはじめとした福祉施設に
設置する。

第１　活動方針
福祉避難所は、地震等による家屋の倒壊、焼失などで被害を受け
た者又は現に被害を受ける恐れのある者のうち、避難所で生活す
ることが著しく困難な高齢者・障害者等を一時的に受け入れ、避
難生活の支援・応急的な食料・救援物資等の配給、支援情報等の
提供、医療・健康相談などを行う。
福祉避難所は、特別養護老人ホーム等の福祉施設に設置する。

109 130 2 2 8 4

第２　活動内容
３　収容対象者
（１）住家が全壊（焼）、半壊（焼）等（破壊消防による全、半
壊等を含む）の被害を受け、日常起居する居住の場所を失った者
のうち、避難所で生活することが著しく困難な高齢者・障害者等
とその介助者。

第２　活動内容
３　収容対象者
（１）住家が全壊（焼）、半壊（焼）等（破壊消防による全、半
壊等を含む）の被害を受けた者、又は被害を受ける恐れのある者
のうち、避難所で生活することが著しく困難な高齢者・障害者等
とその介助者。

第２　活動内容
５　避難所以外の避難者
区長は、被災者が避難所以外の場所（自宅等）で生活する場合、
町会やボランティア等と協力し、生活している場所、その状況及
び要望等を把握する。特に自動車等の狭いスペースで生活してい
る避難者については、体調等が急変する危険性もあるため、健康
管理等への啓発を行う。

第２　活動内容
５　避難所外避難者
区長は、被災者が避難所以外の場所（自宅等）で生活する場合、
町会やボランティア等と協力し、生活している場所、その状況及
び要望等を把握する。特に自動車等の狭いスペースで生活してい
る避難者については、体調等が急変する危険性もあるため、健康
管理等への啓発を行う。
（１） 避難所外避難者への対応
ア　情報収集の方法
避難所外避難者については、町会・自治会、民生委員、ボラン
ティア等を通じて、避難所運営部が収集し、災害対策本部に報告
する。
イ　支援内容
避難所では、避難所外避難者の支援として、避難行動要支援者の
把握とニーズの収集、食糧・飲料水の提供、生活必需品の配給、
被災者生活再建情報の提供、要望の収集等の業務を実施する。
ウ　情報収集の内容
所在地、人数、性別、年齢構成、生活環境（ライフラインの損傷
程度やトイレの衛生状況等）、食糧、飲料水、生活必需品等の有
無、要望等を収集する。
エ　収集内容の伝達及び活動方法
避難所で収集した情報は、災害対策本部から災対区民部・医療救
護部などの関係各部に伝達し、現地を確認の上、各避難所におい
て、食糧・飲料水の提供や生活必需品の配給などの支援につなげ
ていく。
（２） 避難所外避難者の健康管理の支援
ア　情報収集の方法
地域の状況については、災対区民部の地域活動センター班が現地
に赴き、情報を収集する。また、避難所運営部が指定避難所で収
集した避難所外避難者の情報についても、地域活動センター班が
現地を訪問し、状況を確認する。
イ　情報収集の内容
地域活動センター班は、避難所外避難者の避難場所、人数、生活
状況、健康状態等を調査する。
ウ　巡回態勢の構築
避難所外避難者への巡回については、収集した情報に基づき、避
難所の巡回に準じて実施する。
エ　健康指導の内容
避難所外避難者への健康指導については、感染症、エコノミーク
ラス症候群、生活不活発病等の予防に重点を置き、被災者一人ひ
とりの健康チェックを行うとともに、健康体操等のチラシなどを
配付することで、健康への注意喚起を行う。
また、必要に応じて、医療機関や専門医療チームに引き継ぐな
ど、被災者の健康管理に取り組む。

107
127
～
128

2 2 8 2
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No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容

文京区地域防災計画（平成30年度修正）修正項目一覧

《凡例》Ｎo：修正項目一覧の整理番号
　　　　頁・編・部・章及び節：別紙「地域防災計画（平成30年度修正）素案」の記載箇所

110 131 2 2 8 5

第２　活動内容
１　妊産婦・乳児救護所の指定等
（２）妊産婦・乳児救護所の情報連絡体制の確立を図るため、地
域系防災行政無線、戸別受信機、衛星電話を設置する。

第２　活動内容
１　妊産婦・乳児救護所の指定等
（２）妊産婦・乳児救護所の情報連絡体制の確立を図るため、地
域系防災行政無線、戸別受信機、衛星携帯電話を設置する。

111
139
～
140

2 2 9 5

第５節　医療及び助産（区・都福祉保健局・医師会・歯科医師
会・薬剤師会・柔道接骨師会）
第２　活動内容
４　医療救護班等の編成
～（歯科医師会）、「災害時の救護活動についての協定」（薬剤
師会）、「災害時の柔道接骨師会の協力に関する協定」（柔道接
骨師会）に基づき、医師会、歯科医師会、薬剤師会、柔道接骨師
会の協力を得て医療救護班等を編成し、避難所等に設置する医療
救護所に派遣する。

第５節　医療及び助産（区・都福祉保健局・医師会・歯科医師
会・薬剤師会・柔道整復師会）
第２　活動内容
４　医療救護班等の編成
～（歯科医師会）、「災害時における救護活動についての協定」
（薬剤師会）、「災害時における柔道接骨師会の協力に関する協
定」（柔道整復師会）に基づき、医師会、歯科医師会、薬剤師
会、柔道整復師会の協力を得て医療救護班等を編成し、避難所等
に設置する医療救護所に派遣する。

38



No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容

文京区地域防災計画（平成30年度修正）修正項目一覧

《凡例》Ｎo：修正項目一覧の整理番号
　　　　頁・編・部・章及び節：別紙「地域防災計画（平成30年度修正）素案」の記載箇所

112 140 2 2 9 5

第２　活動内容
５　医療救護活動の体制
（２）
（略）
消防署が緊急に医療救護班を災害現場等に派遣する必要があると
思慮した場合には、直接小石川・文京区医師会及び柔道接骨師会
に連絡し、出動を要請することができる。ただし、この場合には
直ちに消防署から区へ連絡するものとする。
　（略）
（４）
　（略）
区は「災害時における柔道接骨師会の協力に関する協定」に基づ
き、柔道接骨師会に速やかに連絡し出動を要請する。区より要請
を受けた柔道接骨師会は応急救護班を編成し、医療救護所等にお
いて、医療救護班の指示の下、救護活動を実施する。
（５）
　（略）
区は「災害時の歯科医療活動についての協定」に基づき小石川・
文京区歯科医師会に速やかに連絡し、出動を要請する。

第２　活動内容
５　医療救護活動の体制
（２）
　（略）
消防署が緊急に医療救護班を災害現場等に派遣する必要があると
判断した場合には、直接、小石川・文京区医師会及び柔道整復師
会に連絡し、出動を要請することができる。ただし、この場合に
は直ちに消防署から区へ連絡するものとする。
　（略）
（４）
（略）
区は「災害時における柔道整復師会の協力に関する協定」に基づ
き、柔道整復師会に速やかに連絡し出動を要請する。区より要請
を受けた柔道整復師会は応急救護班を編成し、医療救護所等にお
いて、医療救護班の指示の下、救護活動を実施する。
（５）
　（略）
区は「災害時の歯科医療救護活動についての協定」に基づき小石
川・文京区歯科医師会に速やかに連絡し、出動を要請する。

113 141 2 2 9 5

第２　活動内容
６　医療救護班等の活動
（１）医療救護班
　３）輸送困難な患者、軽症患者等に対する医療
（２）歯科医療班
　３）避難所内における転送の困難な患者、軽症患者等に対する
歯科医療、衛生指導
（４）柔道接骨師応急救護班

第２　活動内容
６　医療救護班等の活動
（１）医療救護班
　ウ　転送の困難な患者、軽症患者等に対する医療
（２）歯科医療班
　ウ　転送の困難な患者、軽症患者等に対する歯科医療、衛生指
導
（４）柔道整復師応急救護班
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114 142 2 2 9 5

第２　活動内容
10　医薬品の備蓄及び調達
（２）
　（略）
文京区薬剤師会及び柔道接骨師会と連携して医療救護所や避難所
等で
　（略）
　なお、災害薬事センター長となる災害薬事コーディネーターか
ら選任する。
（４）　（略）

第２　活動内容
10　医薬品の備蓄及び調達
（２）
　（略）
文京区薬剤師会及び柔道整復師会と連携して医療救護所や避難所
等で
　（略）
なお、災害薬事センター長は災害薬事コーディネーターから選任
する。
（３）　（略）

115 147 2 2 10 1

第２　活動計画
４　応急危険度判定の実施期間
地震発生後7日以内

第２　活動計画
４　応急危険度判定の実施期間
地震発生後12日以内

116 150 2 2 10 2

第２節　被災宅地の応急危険度判定
第２　活動計画
１　被災宅地応急危険度判定の実施
区長は、大地震等の発生後に、宅地の被害に関する情報に基づ
き、被災した宅地について調査・判定を実施する。
区は、都に被災宅地危険度判定士の派遣等の支援要請を行うな
ど、協力を依頼する。
また、調査結果を取りまとめる。
２　応急危険度判定士の確保
区は、都との緊密な連携と協力を図り、東京都防災ボランティア
制度に基づき登録している応急危険度判定員の派遣を要請する。
また、協定自治体等に対する職員の派遣要請、区職員の研修の充
実などを行い、応急危険度判定が円滑に実施できるよう判定員の
確保を図る。
３　被災宅地応急危険度判定の結果の表示

第２節　被災宅地の危険度判定
第２　活動計画
１　被災宅地危険度判定の実施
区は、大地震等の発生後に、宅地の被害に関する情報に基づき、
被災した宅地について調査・判定を実施する。
区は、都に被災宅地危険度判定士の派遣等の支援要請を行うな
ど、協力を依頼する。
また、調査結果を取りまとめる。
２　被災宅地危険度判定士の確保
区は、都との緊密な連携と協力を図り、東京都防災ボランティア
制度に基づき登録している被災宅地危険度判定士の派遣を要請す
る。また、協定自治体等に対する職員の派遣要請、区職員の研修
の充実などを行い、被災宅地危険度判定が円滑に実施できるよう
判定士の確保を図る。
３　被災宅地危険度判定の結果の表示
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117 152 2 2 10 4

第４節　罹災証明書発行要領
地震、風水害等により、被災した世帯の再建を促進するために、
国・都及び区において住宅新築、補修に要する資金の貸付等の各
種公的融資や租税、保険料等の減免、徴収猶予などを実施するこ
とがある。その場合、当該災害によって被災したという証明が必
要であるので、区においては、被災世帯に対して罹災証明書を発
行する。

第４節　罹災証明書発行要領
地震、風水害等により、被災した世帯の再建を促進するために、
国・都及び区において住宅新築、補修に要する資金の貸付等の各
種公的融資や租税、保険料等の減免、徴収猶予などを実施するこ
とがある。その場合、当該災害によって被災したという証明が必
要であるので、区においては、被災世帯に対して罹災証明書を発
行する。災対区民部は、罹災証明書の発行に当たり、被災住宅を
対象とした住家被害認定調査を実施する。

118 152 2 2 10 4

【新規】 第１　住家被害認定調査の実施
住家被害認定調査に当たっては、調査に必要な人員や物資を調達
する方法など、災害規模に応じた調査計画を作成した上で、調査
を実施する。

119 153 2 2 10 4

第３　「被災者生活再建支援システム」の導入
区では、罹災証明の発行等の各種手続きを公平かつ迅速に行うと
ともに、被災者台帳の作成及び被害状況・支援実施状況等の情報
を一括で管理するために、都との連携を図りながら「被災者生活
再建支援システム」の導入に向けた検討を行う。

第４　「被災者生活再建支援システム」の導入
区では、罹災証明の発行等の各種手続きを公平かつ迅速に行うと
ともに、被災者台帳の作成及び被害状況・支援実施状況等の情報
を一括で管理するために、被災者生活再建支援システムを平成31
年１月に導入する。
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120 155 2 2 10 6

第２　災害弔慰金の支給
１　対象となる災害（平成12年3月31日　厚生省告示第192号）
（1）１つの区市町村の区域内において５世帯以上の住家が滅失
した場合
（2）（1）に定める程度以上の災害に準ずる程度の災害として厚
生労働大臣が定めるもの

第２　災害弔慰金の支給
１　対象となる災害（平成25年10月1日　内閣府告示第230号）
（１）1つの区市町村の区域内において５世帯以上の住居が滅失
した場合
（２）都道府県内において５世帯以上の住居が滅失した市町村が
３以上ある場合
（３）都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以
上ある場合
（４）災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府
県が２以上ある場合

121 157 2 2 10 7

第１　租税等の徴収猶予及び減免に関する計画
４　滞納処分の執行の停止等
災害により、滞納者が無財産になる等、被害を受けた場合は滞納
処分の執行の停止、換価の猶予及び滞納金の減免等、適切な措置
を講ずる。

第１　租税等の減免及び徴収猶予に関する計画
４　滞納処分の停止等
災害により、滞納者が無財産になる等被害を受けた場合は、滞納
処分の停止、換価の猶予等、適切な措置を講ずる。

122 159 2 2 10 8

第１　緊急小口資金
３貸し付け条件
　（４）連帯保証人　　必要

第１　緊急小口資金
３貸し付け条件
（４）連帯保証人　　不要

123
159
～
160

2 2 10 8

第３　災害緊急事業資金融資（平成27年４月１日現在）
中小企業者のうち区内の一定地域における広範囲な非常災害を受
けた者、または防水板の設置及び関連工事を行おうとする者が、
事業活動の正常化を図るための資金融資である。
１　限度額　500万円
２　利子　契約利率　年1.9％、本人負担　年0.4％、区負担　年
1.5％

第３　非常災害向け緊急事業資金融資（平成30年４月１日現在）
中小企業者のうち区内の一定地域における広範囲な非常災害を受
けた者、または防水板の設置及び関連工事を行おうとする者が、
事業活動の正常化を図るための資金融資である。
１　限度額　500万円
２　利子 契約利率　年1.7％、本人負担　年0.4％、区負担　年
1.3％
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124 165 2 2 11 1

第３　事業計画
６　個人情報の取り扱いについて
（１）受領書兼誓約書の聴取
名簿及び個別計画の提供を受けた避難支援等関係者は、受領書兼
誓約書を提出し、個人情報の適正管理を行う。

第３　事業計画
６　個人情報の取り扱いについて
（１）受領書の徴収
名簿及び個別計画の提供を受けた避難支援等関係者は、受領書を
提出し、個人情報の適正管理を行う。

125 165 2 2 11 1

第３　事業計画
６　個人情報の取り扱いについて
（２）説明会の実施
名簿及び個別計画を提供した避難支援等関係者について、個人情
報の取扱に関する説明会を実施する。なお、説明会において、各
避難支援等関係者の名簿及び個別計画の取扱状況を報告させ、適
正な管理及び個人情報保護を徹底できるよう努める。

第３　事業計画
６　個人情報の取り扱いについて
（２）説明会の実施
名簿及び個別計画を提供した避難支援等関係者について、個人情
報の取扱に関する説明会を必要に応じて実施する。

126
166
～
167

2 2 11 1

第３　事業計画
９　災害時における対策
（６）福祉避難所の活用
介護が必要な要介護認定者や障害者等のうち、避難所の要配慮者
専用スペースでの避難生活が困難な方については、区内に設置さ
れる福祉避難所（二次避難所）にて避難生活を支援する。
なお、個別計画を作成する際は、要支援者の状態に応じて、福祉
避難所へ直接避難するケースも含めて検討する。

第３　事業計画
９　災害時における対策
（６）福祉避難所の活用
介護が必要な要介護認定者や障害者等のうち、避難所の要配慮者
専用スペースでの避難生活が困難な人については、区内に設置さ
れる福祉避難所（二次避難所）にて避難生活を支援する。
また、福祉避難所設置・運営マニュアルを作成し、それに基づい
た訓練を実施する。さらに災害時要配慮者対策・福祉避難所検討
会において、福祉避難所に関する様々な課題について検討を行う
とともに、マニュアルの改善を行っていく。
なお、個別計画を作成する際は、要配慮者の状態に応じて、福祉
避難所へ直接避難するケースも含めて検討する。
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127 169 2 2 11 1

第３　事業計画
10　社会福祉施設等の防災対策
（１）災害応援協力協定
社会福祉施設等入所者の迅速な避難のためには、施設関係者だけ
ではなく周辺地域の協力が不可欠である。このため、特別養護老
人ホーム文京大塚みどりの郷（文京大塚高齢者在宅サービスセン
ターを含む）、同文京くすのきの郷（文京くすのき高齢者在宅
サービスセンター及びシルバーピアおおつかを含む）、同文京白
山の郷（文京白山高齢者在宅サービスセンターを含む）同文京千
駄木の郷（文京千駄木高齢者在宅サービスセンターを含む）、ゆ
しまの郷において、地元町会との災害応援協力協定の締結を推進
し、災害が発生した場合の協力体制の整備を図る。

第３　事業計画
10　社会福祉施設等の防災対策
（１）災害応援協力協定
社会福祉施設等入所者の迅速な避難のためには、施設関係者だけ
ではなく周辺地域の協力が不可欠である。このため、特別養護老
人ホーム等の福祉施設において、地元町会との災害応援協力協定
の締結を推進し、災害が発生した場合の協力体制の整備を図る。

128 169 2 2 11 1

第３　事業計画
11　区立及び私立保育園の防災対策
（４）保育課・・・

第３　事業計画
11　区立及び私立保育園の防災対策
（４）幼児保育課・・・

129 172 2 2 12 2

第１　区における帰宅困難者対策
５　一時滞在施設の確保、誘導
（１）帰宅困難者受け入れの一時滞在施設として、活用すること
が可能な事業者等との協定締結を推進し、平成27年度までに民間
事業者３社と協定を締結した。また、春日・後楽園駅前地区第一
種市街地再開発事業により整備される施設建築物内に、帰宅困難
者の一時滞在用スペースや防災備蓄倉庫を確保する。

第１　区における帰宅困難者対策
５　一時滞在施設の確保、誘導
（１）帰宅困難者受け入れの一時滞在施設として、活用すること
が可能な事業者等との協定締結を推進し、平成30年10月１日まで
に民間事業者５社と協定を締結した。また、春日・後楽園駅前地
区第一種市街地再開発事業により整備される施設建築物内に、帰
宅困難者の一時滞在用スペースや防災備蓄倉庫を確保する。ま
た、民間事業者との一時滞在施設に関する協定締結による確保に
努めていく。
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130 175 2 2 12 2

第７　東京都の帰宅困難対策
５　徒歩帰宅者の代替輸送
（２）代替輸送手段の確保
バス・船舶による代替輸送手段を確保する。なお、調達できるバ
ス・船舶には限りがあるため、代替輸送の利用者については、原
則、災害時要援護者を優先する。

第７　東京都の帰宅困難者対策
５　徒歩帰宅者の代替輸送
（２）代替輸送手段の確保
バス・船舶による代替輸送手段を確保する。なお、調達できるバ
ス・船舶には限りがあるため、代替輸送の利用者については、原
則、要配慮者を優先する。

131 177 2 2 12 2

第７東京都の帰宅困難者対策
７　赤十字エイドステーション
日赤東京都支部は、赤十字エイドステーション（帰宅困難者支援
所）を設置し、炊出食、飲料水の配布、応急手当、交通情報、地
理情報、通過者情報等の提供を行う。

【削除】

132 177 2 2 13 1

第２　活動内容
１　ボランティアの受け入れ体制
（１）一般ボランティア担当部門の設置
区は担当部門を設置し都との連絡調整や文京区社会福祉協議会が
設置する文京区災害ボランティアセンターとの連携・支援業務を
行う。

第２　活動内容
１　ボランティアの受け入れ体制
（１）一般ボランティア担当部門の設置
区は担当部門を設置し、都との連絡調整や庁内における一般ボラ
ンティアのとりまとめ、文京区社会福祉協議会が設置する文京区
災害ボランティアセンターとの連携・支援業務を行う。
　（略）
キ　文京区災害ボランティアセンターに対する避難所や災対各部
からの一般ボランティアニーズの収集及び振り分け
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133 178 2 2 13 1

第２　活動内容
２　文京区災害ボランティアセンターの開設
文京区社会福祉協議会が設置する文京区災害ボランティアセン
ターは、文京区民センター又はシビックセンター内に活動拠点を
開設することを基本とし、資材の保管や車両の配車拠点として礫
川公園等を利用する。また、活動拠点における業務はおおむね次
のとおりである。
（１）ボランティアの募集及び受付
（２）ボランティアの派遣等需給調整
　（略）

第２　活動内容
２　文京区災害ボランティアセンターの開設
文京区社会福祉協議会が設置する文京区災害ボランティアセン
ターは、文京区民センター又はシビックセンター「区民ひろば」
及び「産業とくらしプラザ」に活動拠点を開設することを基本と
し、資材の保管や車両の配車拠点として礫川公園等を利用する。
これらの施設が使用できないことを想定し、屋外施設等を含め、
複数の施設の利用について検討を進める。
また、活動拠点における業務は概ね次のとおりである。
（１）ボランティアの募集及び受付
（２）ボランティアの派遣等需給調整
　（略）

134 179 2 2 13 1

【新規】 第２　活動内容
４　災害支援ＮＰＯ・ＮＧＯとの連携
社会福祉協議会及び全国組織の支援団体と協力し、災害支援を行
うＮＰＯ・ＮＧＯの支援を受ける体制づくりを行う。

135 194 2 2 16 1

第２　活動内容
２　ごみ処理
【文京清掃事務所現有体制】
（平成27年４月１日現在）

第２　活動内容
２　ごみ処理
【文京清掃事務所現有体制】
（平成30年10月１日現在）

事務 10人 小型プレス車 19台

技能Ⅳ（作業Ⅲ） 77人 軽小型車 6台
技能Ⅳ（自動車運転Ⅱ） 21人 連絡車（ふれあい号） 2台

技能Ⅴ（自動車整備） 1人 指導車 3台

再任用 9人 広報車（みえーる君） 1台

再雇用 4人 小計 31台
小計 122人

職員数 車両台数
事務 10人 小型プレス車 18台

技能Ⅳ（作業Ⅲ） 79人 軽小型車 6台
技能Ⅳ（自動車運転Ⅱ） 18人 連絡車（ふれあい号） 2台

技能Ⅴ（自動車整備） 1人 指導車 3台

再任用 8人 広報車（みえーる君） 1台

再雇用 4人 計 30台
計 120人

職員数 車両台数
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136 195 2 2 16 2

第２　活動内容
１　し尿処理の基本的考え方
（５）避難者75人当たりに１基の災害用トイレを確保する。

第２　活動内容
１　し尿処理の基本的考え方
（５）避難者50人当たりに１基の災害用トイレを確保する。

137 203 2 2 18 3

第３節　災害救助法適用手続き
４　災害救助法に基づく救助は、被災者が現に応急的救助を必要
とする場合に行われるものであり、次のような種類の救助があ
る。
（１）収容施設（応急仮設住宅を含む。）の供与
（２）炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給
（３）被服、寝具、その他生活必需品の給与又は貸与
（４）医療及び助産
（５）災害にかかった者の救出
（６）災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等
で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去
（７）災害にかかった住宅の応急修理
（８）生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与
（９）学用品の給与
（10）埋葬
（11）死体の捜索及び処理

第３節　災害救助法適用手続き
４　災害救助法に基づく救助は、被災者が現に応急的救助を必要
とする場合に行われるものであり、次のような種類の救助があ
る。
（１） 避難所及び応急仮設住宅の供与
　（略）
（５） 被災者の救出
（６） 被災した住宅の応急修理
（７） 生業に必要な資金、器具又は資料の給与又は貸与
（８） 学用品の給与
（９） 埋葬
（10） 死体の捜索及び処理
（11） 災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等
で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去

138 206 2 3 1 2

第５　目的と機能
１　目的と機能
「災害対策本部」は、震災発生直後からの応急・復旧対策を臨時
的、かつ、機動的に実施することを主な設置目的とする。
「復興本部」は、震災後の復興対策を長期的かつ計画的に実施す
ることを主な設置目的とする。

第５　目的と機能
１　目的と機能
「災害対策本部」は、震災発生直後からの応急・復旧対策を臨時
的、かつ、機動的に実施することを主な設置目的とする。
「復興本部」は、震災後の復興対策及び区民生活の再建等を組織
的、かつ、計画的に実施することを主な設置目的とする。
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139 208 2 3 2 2

第２節　復興計画策定の取り組み
　（略）
このような都の動向を受け、文京区では「文京区震災復興マニュ
アル」を平成17年３月に策定し、震災復興事業における都・区の
緊密な連携や適切な役割分担を定めている。

第２節　復興計画策定の取り組み
　（略）
さらに、東日本大震災を契機に整備された法令等の反映や各種災
害の教訓等を踏まえ、平成28年３月に修正を行っている。
また、文京区では「文京区震災復興マニュアル」を平成17年３月
に策定後、平成27年３月に修正し、震災復興事業における都・区
の緊密な連携や適切な役割分担を定めている。

140 211 3 1 1 2

第３　事業計画
１　対策促進エリアの設定
都においては、「東京都豪雨対策基本方針（改定）」に基づき、
浸水被害状況、降雨特性、流域特性などを踏まえ、河川・下水道
の整備において、「対策強化流域」・「対策強化地区」を選定し
ている。

第３　事業計画
１　対策促進エリアの設定
都においては、「東京都豪雨対策基本方針（改定）（平成26年６
月）」に基づき、浸水被害状況、降雨特性、流域特性などを踏ま
え、河川・下水道の整備において、「対策強化流域」・「対策強
化地区」を選定している。

141 211 3 1 1 2

第３ 事業計画
２　計画
「東京都豪雨対策基本方針（改定）」において、文京区では「対
策強化流域」として神田川流域、「対策強化地区」として
　（略）

第３　事業計画
２　計画
「東京都豪雨対策基本方針（改定）（平成26年６月）」におい
て、文京区では「対策強化流域」として神田川流域、「対策強化
地区」として
　（略）
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142
211
～
212

3 1 1 3

第２　現況
がけ地に建築物や擁壁等を設ける場合、建築基準法及び東京都建
築安全条例に基づき、防災上の指導を行っている。
また、傾斜度30度以上、高さ５ｍ以上で想定被害区域内に５戸以
上の人家が存在するなど、一定の要件をみたすものを急傾斜地崩
壊危険箇所とし、都が調査を実施している。
平成27年10月現在、区内の急傾斜地崩壊危険箇所は、自然斜面12
か所、人工斜面36か所の計48か所である。

第２　現況
がけ地に建築物や擁壁等を設ける場合、建築基準法、土砂災害警
戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（以下
「土砂災害防止法」という。）及び東京都建築安全条例に基づ
き、防災上の指導を行っている。
都は、土砂災害防止法に基づく基礎調査の結果に基づき、平成29
年３月に区内15か所に土砂災害警戒区域を、そのうち11か所に土
砂災害特別警戒区域を指定した。
また、傾斜度30度以上、高さ５ｍ以上で想定被害区域内に５戸以
上の人家が存在するなど、一定の要件をみたすものを急傾斜地崩
壊危険箇所とし、都が調査を実施している。
平成30年10月１日現在、区内の急傾斜地崩壊危険箇所は、自然斜
面12か所、人工斜面36か所の計48か所である。

143 212 3 1 1 3

第３　事業計画
５　土砂災害警戒区域等の基礎調査及び指定
都が実施する、「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策
の推進に関する法律」に基づく基礎調査の結果、土砂災害警戒区
域等に指定された場合は、都は調査結果を公表し、区はハザード
マップの作成等により警戒避難態勢を整備する。

第３　事業計画
５　土砂災害警戒区域等の基礎調査及び指定
都が実施する、「土砂災害防止対策法」に基づく基礎調査の結
果、平成29年３月に区内に土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒
区域が指定された。このため、区では文京区土砂災害ハザード
マップ、土砂災害パンフレット「土砂災害に備えて～日頃の備え
と早めの避難～」を作成し、区民に土砂災害の危険性を周知し、
新たに避難所を指定するなど、警戒態勢の整備を図ってきた。
今後、都の二次調査の結果に基づき、土砂災害警戒区域等の追加
指定がなされた場合、区では避難所の見直し等警戒態勢の更なる
整備に取り組んでいく。

49



No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容

文京区地域防災計画（平成30年度修正）修正項目一覧

《凡例》Ｎo：修正項目一覧の整理番号
　　　　頁・編・部・章及び節：別紙「地域防災計画（平成30年度修正）素案」の記載箇所

144
212
～
213

3 1 1 3

【新規】 第３　事業計画
６　土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設への支援
土砂災害防止法に基づき、土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施
設の管理者又は所有者は、避難確保計画の作成及び避難訓練の実
施等が義務化されたため、区は施設管理者等の計画作成等を支援
する。

145 213 3 1 1 4

第２　事業計画
１　洪水予報等の伝達
防災行政無線、「文の京」安心・防災メール、エリアメール、Ｌ
アラート等を活用して情報の伝達を行う。

第２　事業計画
１　洪水予報等の伝達
区公式ホームページ・ＳＮＳ・防災行政無線、「文の京」安心・
防災メール、緊急速報メール（エリアメール）、Ｌアラート・Ｃ
ＡＴＶ・「Ｙａｈｏｏ！防災速報」等を活用して情報の伝達を行
う。

146 213 3 1 1 4

３　水害・土砂災害実施要領の作成
水害に対する警戒避難態勢の充実を図るため、「避難勧告等の判
断・伝達マニュアル作成ガイドライン」（内閣府）及び「土砂災
害警戒避難ガイドライン」（国土交通省）に基づき、区の地域特
性等を踏まえ、文京区水害・土砂災害対策実施要領を作成する。

３　水害・土砂災害対策実施要領の運用
水害に対する警戒避難態勢の充実を図るため、「避難勧告等の判
断・伝達マニュアル作成ガイドライン」（内閣府）及び「土砂災
害警戒避難ガイドライン」（国土交通省）に基づき、区の地域特
性等を踏まえ、「文京区水害・土砂災害対策実施要領」を策定
し、運用する。

147 214 3 1 1 4

【新規】 第２　事業計画
６　浸水想定区域内の要配慮者利用施設への支援
水防法に基づき、浸水想定区域内の要配慮者利用施設の管理者又
は所有者は、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施等が義務化
されたため、区は施設管理者等の計画作成等を支援する。
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148 217 3 1 3 5

第２　事業概要
１　施設整備
下水道幹線やポンプ所など基幹施設を計画的に整備し、雨水を排
除する能力を向上させることで浸水被害を軽減するため、「経営
計画2013」を策定し、特に浸水の危険性の高い20地区を対策促進
地区として重点化し対策を進めている。

第２　事業概要
１　施設整備
下水道幹線やポンプ所など基幹施設を計画的に整備し、雨水を排
除する能力を向上させることで浸水被害を軽減するため、「経営
計画2016」を策定し、特に浸水の危険性の高い地区を対策地区と
して重点化し対策を進めている。

149 218 3 1 4 8

第２　現況
近年、全国で河川及び下水道の整備水準を大きく上回る豪雨によ
る浸水被害が多発している。特に、平成12年９月に発生した東海
豪雨（総雨量589mm、時間雨量114mm）の降雨実績を基に作成した
文京区水害ハザードマップでは、神田川沿いや千川通り沿いの一
部で浸水が予想されている。今後とも、文京区水害ハザードマッ
プを区民に広く公表し、危険性を認識してもらうとともに、出水
時の迅速な避難行動に役立ててもらうため、一層の周知と水防意
識の啓発を図る。
また、水防法の改正（平成27年５月）により、東京都は、雨水出
水（内水）及び高潮に関する浸水想定区域の指定をすることに
なった。区は、東京都から浸水想定区域の指定があった場合は、
速やかにハザードマップを作成し、公表する。ハザードマップの
周知に当たっては、従来の印刷物に加えてインターネットを用い
た効果的な周知方法を検討する。

第２　現況
近年、台風や集中豪雨の被害が拡大し、大雨特別警戒や記録的短
時間大雨情報が発令されるなど、水害による被害が甚大化してい
る。平成27年５月には水防法が改正され、浸水想定で用いる雨量
を「想定し得る最大規模の降雨」に改め、都は平成30年3月に浸
水想定区域図等の見直しなどを行った。
区は、平成30年８月に「文京区水害ハザードマップ」を改定する
とともに、「神田川洪水ハザードマップ」を作成した。今後は、
「水害ハザードマップ」等を活用し、危険性の認識や、出水時の
迅速な避難行動に資するため、一層の周知と水防意識の啓発に取
り組んでいく。
なお、都は「想定し得る最大規模の高潮」による氾濫が発生した
場合に生じる浸水想定区域を示した図（高潮浸水想定区域図）を
作成した。今後、区は都の高潮特別警戒水位の決定を踏まえ、気
象情報等の伝達方法や避難所等を記載した「高潮ハザードマッ
プ」を作成し、区民周知を行う。
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9

【新規】 第９節　土砂災害ハザードマップ
第１　計画方針
本区の特色の１つとして坂と崖の多い起伏に富んだまちの形成が
挙げられる。このような地域特徴を持つ本区では、台風や大雨の
場合に大量の水分が地中にしみ込み、土砂災害の１つである「が
け崩れ（急傾斜地の崩壊）」が発生する恐れがある。
土砂災害は、突発的に大きな破壊力を持って発生することが多
く、発生場所や発生時刻を正確に予測することが難しい災害であ
る。このため、土砂災害警戒区域等に居住する区民には、日頃か
ら土砂災害の特色や危険性の認識を図り、災害の恐れがある場合
の避難行動など、避難警戒態勢を十分に周知していく必要があ
る。
第２　現況
近年、台風や長時間にわたる大雨に伴う土砂災害による被害規模
が拡大している。特に、平成29年７月の九州北部豪雨や平成30年
７月の西日本豪雨では、河川の氾濫とともに、多くの地域で土砂
災害による甚大な被害が発生している。土砂災害は発生の予測が
難しく、被害が拡大する傾向にある。このため、危険箇所や避難
所を記載するハザードマップの必要性は高い。このため、「文京
区土砂災害ハザードマップ」を整備の上、区民に広く公表し、危
険性の認識や、避難情報の発令時などにおいて避難行動に資する
ため、一層の周知と土砂災害への意識啓発を図る。
第３　事業計画
１　区報、ＣＡＴＶ、防災パンフレット等を利用した周知
２　区ホームページでの公表
３　避難所運営訓練や区の出前講座等での周知

150 219 3 1 4
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No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容

文京区地域防災計画（平成30年度修正）修正項目一覧

《凡例》Ｎo：修正項目一覧の整理番号
　　　　頁・編・部・章及び節：別紙「地域防災計画（平成30年度修正）素案」の記載箇所

151 220 3 1 5 2

第２　現況
４　神田川付近のサイレンの吹鳴
（１）サイレン吹鳴水位とサイレン設置場所

第２　現況
４　神田川付近のサイレンの吹鳴
（１）サイレン吹鳴水位とサイレン設置場所

152 226 3 2 1 3

４　臨時水対本部の組織
臨時水対本部は、企画政策部広報課、総務部、区民部、土木部及
び施設管理部をもって組織する。なお、土砂災害の恐れのある場
合は、都市計画部及び教育推進部を加える。
臨時水対本部は、企画政策部広報課、総務部、区民部、都市計画
部、土木部、施設管理部及び教育推進部の職員で、部長及び課長
があらかじめ指名した者をもって編成する。

４　臨時水対本部の組織
臨時水対本部は、企画政策部広報課、総務部、区民部、土木部及
び施設管理部をもって組織する。なお、土砂災害の恐れのある場
合は、福祉部、子ども家庭部、都市計画部及び教育推進部を加え
る。
臨時水対本部は、企画政策部広報課、総務部、区民部、福祉部、
子ども家庭部、都市計画部、土木部、施設管理部及び教育推進部
の職員で、部長及び課長があらかじめ指名した者をもって編成す
る。

153 226 3 2 1 6

第２　活動態勢
３　情報収集
　（略）

第２　活動態勢
３　情報収集
　（略）
また、荒川の氾濫については、国土交通省荒川下流河川事務所や
気象庁からの気象情報や水位情報を収集するとともに、ホットラ
イン等により状況の把握に努める。

警　戒 危　険

華水橋(水道2-9) 約2.4ｍ 約1.2ｍ
水道交流館、関口一丁目児童遊園、古川
橋付近

隆慶橋(後楽2-7) 約2.62ｍ 約1.73ｍ 小桜橋付近、白鳥橋付近、隆慶橋付近

水位計設置場所
護岸天端下距離

サ　イ　レ　ン　設　置　場　所
警　戒 危　険

華水橋(水道2-9) 約2.4ｍ 約1.2ｍ
青柳保育園仮園舎敷地、関口一丁目児童
遊園、古川橋付近

隆慶橋(後楽2-7) 約2.62ｍ 約1.73ｍ 小桜橋付近、白鳥橋付近、隆慶橋付近

水位計設置場所
護岸天端下距離

サ　イ　レ　ン　設　置　場　所
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No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容
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154
226
～
227

3 2 1 6

第２　活動態勢
３　情報収集
（１）気象・雨量・神田川水位情報
（２）大雨警報（浸水害、土砂災害）、洪水警報
（３）大雨特別警報
（４）土砂災害警戒判定メッシュ情報
（５）記録的短時間大雨情報
（６）神田川氾濫危険情報
（７）土砂災害警戒情報
（８）現地確認情報
（９）近隣区等における災害発生情報

第２　活動態勢
３　情報収集
（１）気象・雨量・神田川水位情報・荒川水位情報
（２）大雨警報（浸水害、土砂災害）、洪水警報
（３）大雨特別警報
（４）土砂災害警戒判定メッシュ情報
（５）記録的短時間大雨情報
（６）神田川氾濫危険情報
（７）荒川氾濫発生情報
（８）土砂災害警戒情報
（９）現地確認情報
（10）近隣区等における災害発生情報

155 227 3 2 1 6

第２　活動態勢
４　タイムラインの活用
　（略）

第２　活動態勢
４　タイムラインの活用
　（略）
また、荒川外水氾濫については、荒川下流タイムライン（国土交
通省荒川下流河川事務所）を運用し、水害被害の軽減に努めてい
る。

156 231 3 2 2 2

第３　事業計画
６　住民への周知
また、地震情報、気象情報、災害情報等を携帯電話に配信する
「文の京」安心・防災メールの活用促進を図る。

第３　事業計画
６　住民への周知
また、地震情報、気象情報、災害情報等を携帯電話に配信する
「文の京」安心・防災メールや、ＳＮＳの活用促進を図る。
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第３　事業計画
７　情報伝達手段の活用

第３　事業計画
７　情報伝達手段の活用

157 231 3 2 2 2

伝達する情報 伝達手段

気象・雨量情報等
ホームページ
ツイッター等のＳＮＳ
文の京安心・防災メール

避難準備情報

ホームページ
ツイッター等のＳＮＳ
文の京安心・防災メール
Ｌアラート（公共情報コモンズ）
ＣＡＴＶ

避難勧告及び避難指示
（神田川氾濫危険情報、土砂災害
警戒情報を含む。）

ホームページ
ツイッター等のＳＮＳ
文の京安心・防災メール
Ｌアラート（公共情報コモンズ）
ＣＡＴＶ
防災行政無線
緊急速報メール（エリアメール）
直接的な声かけ（防災関係機関
等）
広報車（青色パトロール）

伝達する情報 伝達手段

気象・雨量情報等
ホームページ
ＳＮＳ
文の京安心・防災メール

避難準備・高齢者等避難開始

ホームページ
ＳＮＳ
文の京安心・防災メール
Ｌアラート
ＣＡＴＶ
緊急速報メール（エリアメール）
「Ｙａｈｏｏ！防災速報」

避難勧告及び避難指示
（神田川氾濫危険情報、土砂災害
警戒情報を含む。）

ホームページ
ＳＮＳ
文の京安心・防災メール
Ｌアラート
ＣＡＴＶ
防災行政無線
緊急速報メール（エリアメール）
「Ｙａｈｏｏ！防災速報」
直接的な声かけ（防災関係機関
等）
庁有車
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No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容

文京区地域防災計画（平成30年度修正）修正項目一覧
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　　　　頁・編・部・章及び節：別紙「地域防災計画（平成30年度修正）素案」の記載箇所

158 237 3 2 6 1

第１　活動方針
＜避難所（神田川外水氾濫）＞
　（略）

第１　活動方針
＜避難所（神田川外水氾濫）＞
（略）
＜避難所（荒川外水氾濫）＞

159 238 3 2 6 2

第２　活動内容
１　避難勧告等の発令
（３）要配慮者（高齢者、障害者、乳幼児等）の避難にかかる移
動時間等を考慮して避難準備情報等を発令する。

第２　活動内容
１　避難勧告等の発令
（３）要配慮者（高齢者、障害者、乳幼児等）の避難にかかる移
動時間等を考慮して「避難準備・高齢者等避難開始」を発令す
る。

160 239 3 2 6 2

第２　活動内容
２　避難勧告等の発令基準
避難勧告等は、災害種別ごとに気象情報等に基づく避難準備情
報、避難勧告及び避難指示の発令基準を設け、発令基準を満たし
た場合に発令の判断を行う。
（１）神田川外水氾濫
　（略）
（２）内水氾濫
　（略）
（３）土砂災害
　（略）

第２　活動内容
２　避難勧告等の発令基準
避難勧告等は、災害種別ごとに気象情報等に基づく避難準備・高
齢者等避難開始、避難勧告及び避難指示（緊急）の発令基準を設
け、発令基準を満たした場合に発令の判断を行う。
（１）神田川外水氾濫
　（略）
（２）荒川外水氾濫
　　気象情報や荒川水位計の情報等に基づき基準を設定する。
（３）内水氾濫
　（略）
（４）土砂災害
　（略）

施設名 所在地

湯島小学校 湯島二丁目28番14号
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No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容
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161 239 3 2 6 2

第２　活動内容
３　避難勧告等の発令対象地域
（１）神田川外水氾濫
　（略）
（２）内水氾濫
　（略）
（３）土砂災害
　（略）

第２　活動内容
３　避難勧告等の発令対象地域
（１）神田川外水氾濫
　（略）
（２）荒川外水氾濫
　　気象情報や荒川水位計の情報等に基づき基準を設定する。
（３）内水氾濫
　（略）
（４）土砂災害
　（略）
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No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容

文京区地域防災計画（平成30年度修正）修正項目一覧
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162
239
～
240

3 2 6 2

第２　活動内容
４　避難勧告等の伝達
（１）避難勧告等の伝達手段

第２　活動内容
４　避難勧告等の伝達
（１）避難勧告等の伝達手段

伝達する情報 伝達手段

気象・雨量情報等
ホームページ
ツイッター等のＳＮＳ
文の京安心・防災メール

避難準備情報

ホームページ
ツイッター等のＳＮＳ
文の京安心・防災メール
Ｌアラート（公共情報コモンズ）
ＣＡＴＶ

避難勧告及び避難指示
（神田川氾濫危険情報、土砂災害
警戒情報を含む。）

ホームページ
ツイッター等のＳＮＳ
文の京安心・防災メール
Ｌアラート（公共情報コモンズ）
ＣＡＴＶ
防災行政無線
緊急速報メール（エリアメール）
直接的な声かけ（防災関係機関
等）
広報車（青色パトロール）

伝達する情報 伝達手段

気象・雨量情報等
ホームページ
ＳＮＳ
文の京安心・防災メール

避難準備・高齢者等避難開始

ホームページ
ＳＮＳ
文の京安心・防災メール
Ｌアラート
ＣＡＴＶ
緊急速報メール（エリアメール）
「Ｙａｈｏｏ！防災速報」

避難勧告及び避難指示
（神田川氾濫危険情報、土砂災害
警戒情報を含む。）

ホームページ
ＳＮＳ
文の京安心・防災メール
Ｌアラート
ＣＡＴＶ
防災行政無線
緊急速報メール（エリアメール）
「Ｙａｈｏｏ！防災速報」
直接的な声かけ（防災関係機関
等）
庁有車
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No 頁 編 部 章 節 現計画の内容 修正内容
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163 240 3 2 6 2

第２　活動内容
６　区民等に求める行動

第２　活動内容
６　区民等に求める行動

164 243 3 2 6 3

第２　活動内容
２ 避難所の開設
（３）避難所の開設は、原則として、避難準備情報の発令段階か
ら開設し始め、避難勧告発令までには開設し終える。
　（略）
（９）区は、避難所生活の状況に応じて、要配慮者に対し、介護
など必要なサービスを提供するため、区有施設や社会福祉施設等
を福祉避難所として活用するよう運営法人との間で、応急業務の
協力に関する協定の締結を図っていく。

第２　活動内容
２　避難所の開設
（３）避難所の開設は、原則として、臨時水害対策本部が判断
し、避難準備・高齢者等避難開始の発令までに開設し終える。
　（略）
（９）区は、避難所で生活することが著しく困難な高齢者・障害
者等を支援するため、区有施設や社会福祉施設等を福祉避難所と
して活用するよう運営法人との間で、応急業務の協力に関する協
定の締結を図っていく。

避難勧告等 立ち退き避難が必要な区民等に求める行動

避難準備情報

・要配慮者は、立ち退き避難する
・立ち退き避難の準備を整えるとともに、以
後の防災気象情報、水位情報等に注意を払
い、自発的に避難を開始することが望まし
い。

避難勧告等 立ち退き避難が必要な区民等に求める行動

避難準備・高齢
者等避難開始

・要配慮者は、立ち退き避難する
・立ち退き避難の準備を整えるとともに、以
後の防災気象情報、水位情報等に注意を払
い、自発的に避難を開始することが望まし
い。
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165 246 3 2 9 1

第３　事業計画
13　要配慮者が円滑に避難のための立ち退きを行うことができる
ための通知又は警告の配慮
（２）多様な情報伝達手段の活用
要配慮者に、災害に関する情報や避難勧告等の避難に関する情報
を確実に伝達するため、防災行政無線や文の京安心・防災メール
による情報伝達に加え、緊急速報メール（エリアメール）、Ｌア
ラート、インターネットなど多様な情報伝達手段を組み合わせて
活用し情報伝達を行う。

第３　事業計画
13　要配慮者が円滑に避難のための立ち退きを行うことができる
ための通知又は警告の配慮
（２）多様な情報伝達手段の活用
要配慮者に、災害に関する情報や避難勧告等の避難に関する情報
を確実に伝達するため、防災行政無線や文の京安心・防災メール
による情報伝達に加え、緊急速報メール（エリアメール）、Ｌア
ラート、インターネット（ＳＮＳを含む）、ＣＡＴＶ、「Ｙａｈ
ｏｏ！防災速報」など多様な情報伝達手段を組み合わせて活用し
情報伝達を行う。
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